
は
じ
め
に

大
阪
商
業
大
学
商
業
史
研
究
所
所
蔵
の
佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書
に
は
、
森
本

家
近
江
屋
半
左
衛
門
・
猶
之
助
に
か
け
て
の
大
名
貸
の
実
態
を
示
す
史
料
も
数
点

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
森
本
家
近
江
屋
は
、
大
坂
の
北
久
太
郎
町
三
丁
目
で
両
替

商
を
営
み
、
元
祖
近
江
屋
半
兵
衛
、
二
代
目
近
江
屋
富
太
郎
、
三
代
目
近
江
屋
半

左
衛
門
と
続
き
、
四
代
目
近
江
屋
猶
之
助
の
代
で
明
治
に
至
っ
た

（

）
。

近
江
屋
の
大
名
貸
の
研
究
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
後
述
す
る
森
藩
や
盛
岡
藩

の
財
政
研
究
の
中
で
部
分
的
に
触
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
藩
側
で
も
ま

と
ま
っ
た
記
録
が
少
な
い
た
め
な
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
、
具
体
的
に
藩

と
近
江
屋
と
の
詳
細
な
関
係
に
ま
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
で
、
近
江
屋

自
体
も
明
治
以
降
は
経
営
が
衰
退
し
た
。
そ
れ
に
加
え
、
史
料
の
残
存
事
情
も
あ

り
（

）
、
近
江
屋
側
か
ら
の
大
名
貸
や
藩
財
政
の
研
究
も
こ
れ
ま
で
当
然
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
の
目
的
は
、
主
に
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
伊
勢
亀
山
藩
、
金
沢

藩
、
森
藩
、
盛
岡
藩
の
大
名
貸
史
料
を
紹
介
し
つ
つ
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
い

く
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料
的
な
側
面
か
ら
、
幕
末
近
江
屋
の
大
名
貸
の
展

開
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
大
名
貸
の
研
究
は
史
料
等
の
状
況

か
ら
、
こ
れ
ま
で
鴻
池
家
や
そ
の
分
家
・
別
家
、
三
井
家
、
住
友
家
の
よ
う
に
明

治
以
降
も
生
き
残
っ
た
両
替
商
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
明
治
以
降
に
経
営

が
衰
退
し
た
両
替
商
の
大
名
貸
研
究
は
少
な
く
、
小
野
組
、
山
片
家
升
屋
等
と
数

も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
森
本
家
近
江
屋
の
大
名
貸
の
事
例
を
新
た
に

近
江
屋
猶
之
助
両
替
店
の
大
名
貸
史
料

伊
勢
亀
山
・
金
沢
・
森
・
盛
岡
藩
を
事
例
に

須

賀

博

樹



加
え
て
い
く
こ
と
は
、
明
治
以
降
に
経
営
が
衰
退
し
た
前
近
代
資
本
の
両
替
商
の

経
営
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
る

（

）
。

本
稿
で
対
象
に
す
る
近
江
屋
が
伊
勢
亀
山
・
金
沢
・
森
・
盛
岡
藩
に
対
し
て
持

つ
債
権
に
つ
い
て
は
、
債
権
全
体
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
表

に

示
し
た
。
表

に
あ
る

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

と
い
う
史
料
は
、
明
治

政
府
に
よ
る
藩
債
処
分
開
始
時
に
お
け
る
近
江
屋
の
大
名
貸
債
権
の
ほ
ぼ
全
容
を

示
し
た
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
藩
に
対
す
る
債
権
残
高
で
あ
る

残
高
（
全
容
）

と
、
藩
か
ら
の
未
収
利
息
額
で
あ
る

利
息
高

が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て

証
券
覚
日
記

と
い
う
史
料
は
、
明
治
政
府
の
藩
債

処
分
に
よ
っ
て
旧
公
債
に
採
用
さ
れ
た
近
江
屋
の
大
名
貸
債
権
を
示
し
た
史
料
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
藩
に
貸
し
出
し
た
全
体
の
金
額
で
あ
る

元
高

、
藩
か

ら
返
済
さ
れ
た
金
額
の

元
入
高

、
藩
に
対
す
る
債
権
残
高
の

残
高
（
旧

公
）

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
両
史
料
の
関
係
で
は
、
他
の
藩
の
事
例
に

な
る
が
、

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

の

残
高
（
全
容
）

と

証
券
覚
日

記

の

残
高
（
旧
公
）

の
金
銀
額
が
一
致
な
い
し
ほ
ぼ
一
致
す
る
ケ
ー
ス
も

見
ら
れ
る
。
因
み
に
、
表

の

金
（
永
）

と
は
、
金
一
両
以
下
の
端
数
を
計

算
し
た
も
の
で
、
基
本
的
に
は
金
一
両
は
永
一

文
、
金
一
分
は
永
二
五

文
に
換
算
さ
れ
る
。

一

伊
勢
亀
山
藩

亀
山
藩
に
つ
い
て
は
表

に
お
い
て
も
、

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

の

残
高
（
全
容
）

は
金
二
万
六
七
八
両
三
朱
余
、
他
方

証
券
覚
日
記

の

残
高
（
旧
公
）

は
金
二
万
六
二

両
余
と
あ
る
。
し
か
し
、
両
史
料
の
残
高

に
つ
い
て
金
額
は
一
致
せ
ず
、

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

の
方
が
五
八
両

三
朱
余
多
く
表
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
近
江
屋
と
亀
山
藩
と
の
関
係
を
示
す
史
料
に
は

亀
山
屋
鋪
要
用
仮

留
（

）

が
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
藩
が
安
政
五
年
（
一
九
五
八
）
一

月
に
、
調
達

金
九
七
四
九
両
二
朱
と
金
四
四

両
、
及
び
、
そ
の
返
済
方
法
を
近
江
屋
側
へ

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

亀
山
屋
鋪
要
用
仮
留

に
あ
る
内
容
が
実
際

に
近
江
屋
か
ら
藩
へ
貸
付
け
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
こ
の
史
料
と
表

に
あ
る
金

額
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
は
内
容
を
大
別

す
る
と
、
講
の
運
営
部
分
で
あ
る

立
可
講
仕
法
書

（﹇
史
料

﹈
に
該
当
）、

口
演

（﹇
史
料

﹈
に
該
当
）、
借
入
れ
と
返
済
計
画
の

覚

、
と
い
う
三
つ

の
内
容
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
史
料

﹈

立
可
講
仕
法
書

定

一
、
此
度
御
領
分
一
統
江
御
奉
書
を
以
被
仰
出
候
御
講
之
儀
、
当
年

五
ヶ

年
之
間
立
可
講
と
し
て
御
企
ニ
相
成
候
間
、
銘
々
日
掛
ニ
致
シ
取
集

置
、
三
ヶ
月
を
以
一
束
ね
と
し
て
四
季
ニ
相
納
可
申
候
、
尤
於

御
上

者
御
勝
手
向
之
儀
不
容
易
深

御
苦
労
ニ

思
召
、
諸
向
御
厳
法
御
取

締
被

仰
出
、
急
度
御
仕
法
御
立
貫
往
々
御
安
心
之
御
場
江
被
為
至
候

様
被
遊
度
、
重
キ

御
内
令
も
被
為
在
、
殊
ニ
御
講
者
御
仕
法
之
一
廉

ニ
相
成
候
得
者
、
掛
高
人
別
員
数
等
巨
細
ニ
可
達

御
聞
之
様
被

仰



近江屋猶之助両替店の大名貸史料

表
・
森
・
沢
金
・
山
亀
勢
伊

債
藩
の
藩
岡
盛

高
石

名
藩

石
万

分
区

名
家

目
数
員
札
証
御
・
藩
諸
旧

録
）
容
全

記
日
覚
券

証
高
残

）
分
用
採

債
公
旧
入

元
高
元

高
息
利

）
容
全

高
残

高

山
亀

国
勢

伊

）
公
旧

金
川

石
両
朱

両
分
朱

両
分

金
両

）
永

文
分

文
分

文
分

貫
文
分

沢
金

国
賀

加
厘

金
田

前
両

分

森
国

後
豊

朱
銀

島
留

久
貫

匁
分

厘
毛

貫
匁
分

金
厘

両
朱

両
分
朱

両
両
分
朱

両
分

金
朱

）
永

文
分

厘
毛

文
分

文
分
厘

文
分

本
旗

地
分

藩
森

国
後

豊

厘
銀

理
修

島
留

久
貫

匁
分
厘

貫
匁
分

金
厘

両
分
朱

両
分

岡
盛

国
奥

陸

朱
銀

部
南

貫
匁

分
厘

貫
匁
分

金
厘

両
両

舟
高

米
捨

数
俵

米
類

種
米

属
所
舩
送
運

舩
送
運

屋
問

米
山

亀

事
記

賃
里

斗
升

衛
兵
又
口

樋

合
右
善
比
日

）
松
若
国
勢
伊

内
郡
多
知
国
張
尾

舩
門
衛

？
村
海

月
日

月
風
北

庫
兵

、
し

出
積
に

日
、
米
廻

へ
門
衛
右

荘

斗
升

張
尾

舩
門
衛
右
幸
岩
大

合
？

村
須
中
郡
多
知
国

石
斗
升

国
張
尾

舩
郎
三
善
岩
大

合
村

須
中
郡
多
知

両
分

斗
升
合

張
尾

舩
門
衛
右
松
内
竹

夕
村

須
中
郡
多
知
国

両
分

石
斗

張
尾

舩
門
衛
右
幸
岩
大

升
村

須
中
郡
多
知
国

両
斗
升
合

国
張
尾

舩
郎
四
清
岩
大

夕
村

須
中
郡
多
知

両
分

月
日

北
庫

兵
、
し
出

積
第
次
舟

米
廻

へ
風

へ
松
若

国
勢
伊
り

よ
坂
大

中
備

し
出
積
第

次
着
舩
速

米
風
北
庫

兵
、
米
領

残
中
備

米
廻

へ

所
出

目
数

員
札

証
御

・
藩

諸
旧

り
戻

初
録

詳
未

年
成

作
研

史
業

商
学

大
業

商
阪

大
授

教
三

慶
古

佐
蔵

所
所

究
書

文
集

収
、）
］

屋
江

近
記

日
覚

券
証

）
店

本
森

年
六

治
明

年
八

研
史
業
商

学
大

業
商

阪
大

授
教
三
慶
古
佐

蔵
所
所
究

書
文
集
収

。
成
作
り
よ
）］

屋
江
近

表
米
廻
の
藩
山
亀
国
勢
伊

米
）
俵

米
の

米
山

亀
）

注
は

量
の

り
当

俵
斗
升

た
っ
ま
決
の
舩
送
運
。
合

は
て
し
関
に
の
も

て
に
俵

合

所
出

。
り
あ
米
捨
夕

留
仮

用
要

鋪
屋

御
山

亀
年

五
政

安
研
史
業
商
学
大
業
商
阪
大

授
教
三
慶
古
佐

蔵
所
所
究

書
文
集
収

。
成

作
り
よ
）］

屋
江
近



出
、
依
而
其
も
の
心
得
方
ニ
よ
り
厚
御
賞
美
も
被
来
遣
度
御
沙
汰
ニ
有

之
候
間
、
御
永
続
之
御
為
第
一
ニ
奉
存
、
慈
以
誠
心
を
尽
し
夫
々
身
元

ニ
応
し
可
致
出
精
候
、
身
元
薄
キ
も
の
者
た
と
へ
少
数
た
り
共
不
苦
候

間
、
前
段
之
御
趣
意
能
々
相
弁
一
同
ニ
可
致
出
精
事
、

仕
法
左
之
通

一
、
当
午
十
一
月
よ
り
相
始
、
癸
亥
十
一
月
迄
丸
五
ヶ
年
之
間
懸
銀
之
事
、

仮
令
者

惣
掛
銀
拾
貫
目
ニ
付

此
解
渡
銀

癸
亥
暮

銀
百
目

甲
子
暮

同
二
百
目

乙
丑
暮

同
三
百
目

丙
寅
暮

同
四
百
目

丁
卯
暮

同
拾
二
貫
九
百
七
拾
五
匁

右
之
割
合
を
以
掛
高
ニ
応
し
五
ヶ
年
之
間
解
渡
可
申
事

一
、
当
十
一
月

人
別
日
掛
之
分
取
集
置
三
ヶ
月
分
宛
一
季
ニ
相
納
可
申
、

尤
御
領
分
之
も
の
臨
時
入
用
之
節
者
掛
ニ
事
ニ
応
し
六
朱
利
ニ
而
貸
渡

可
申
事
、
已
上
、

﹇
史
料

﹈
の
内
容
は
次
の
三
点
に
な
る
。

領
分
一
統
に
対
し
て
奉
書
で
出

さ
れ
た
講
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
よ
り
五
年
間
立
可
講
と
し
て
企
画
さ
れ

た
。
掛
銀
は
三
カ
月
を
一
束
に
し
て
四
季
に
納
め
る
こ
と
に
す
る
。

藩
の
勝
手

向
は
苦
し
い
状
況
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
藩
は
藩
財
政
の
仕
法
が
立
ち
行
く
よ
う

に
さ
せ
る
た
め
、
重
い
御
内
令
も
出
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

特
に
講
は
藩
財

政
の
窮
状
打
開
の
一
方
法
で
あ
る
た
め
、
掛
金
を
出
し
た
者
へ
の
賞
美
の
沙
汰
も

出
し
て
い
る
。
掛
銀
の
額
は
身
元
に
応
じ
て
出
し
、
身
元
が
薄
い
者
は
少
額
で
も

構
わ
な
い
。

続
け
て
、
講
の
仕
法
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
安
政
五
年
一
一
月
か
ら
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
ま
で
の
五
年
間
、
掛
銀
を
行
う
。
そ
の
後
の
掛
銀
の
償
還
は
、
文

久
三
年
暮
か
ら
慶
応
三
年
暮
（
一
八
六
七
）
の
五
年
か
け
て
行
う
。
史
料
中
の
掛

銀
一

貫
目
の
例
か
ら
、
五
年
間
の
全
利
銀
高
は
三
貫
九
七
五
匁
で
年
に
七
九
五

匁
（
年
利
七
・
九
五
％
相
当
）
に
な
る
。
文
久
三
年
亥
暮
か
ら
慶
応
二
年
寅
暮
に

利
銀
の
内
一
貫
目
分
を
渡
し
、
最
後
の
慶
応
三
年
卯
暮
に
掛
銀
一

貫
目
と
残
利

銀
二
貫
九
七
五
匁
の
合
計
額
を
渡
し
て
完
済
す
る
仕
法
で
あ
る
。
他
に
、
藩
内
で

の
講
資
金
の
運
用
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
領
内
の
者
が
臨
時
入
用
の
時

は
、
事
由
と
掛
銀
高
に
応
じ
六
朱
の
利
率
で
貸
し
渡
す
と
述
べ
て
い
る
。

﹇
史
料

﹈

口
演

一
、
当
冬
御
地
御
借
財
差
引
辻
御
手
渡
之
分
別
紙
書
付
之
通
凡
金
高
九
千
七

百
四
拾
九
両
余
ニ
相
成
、
此
所
へ
亀
山
・
備
中
ニ
而
精
誠
壱
万
俵
廻
米

取
斗
候
得
者
、
不
足
之
金
高
凡
二
千
三
百
五
拾
両
程
ニ
相
成
、
此
分
者

亀
山
表

呼
金
致
し
、
御
指
引
勘
定
聊
無
相
違
可
致
心
得
ニ
御
座
候
、

然
ル
処
御
承
知
之
通
、
公
方
様
御
他
界
ニ
付
上
野
御
葬
式
之
砌
御
固

メ
、
其
外
前
後
数
日
上
野
御
勤
番
被
蒙

仰
、
無
存
掛
不
意
御
役
当
ニ

相
成
、
猶
亦
主
人
舎
弟
急
養
子
等
一
旦
御
苦
労
罷
成
候
へ
共
、
内
実
入

用
万
端
跡
引
ニ
相
成
、
今
以
出
方
有
之
其
上
御
存
之

（
知
脱
カ
）

通
、
当
夏
東
海
道



筋
一
躰
大
荒
領
内
も
夥
敷
水
損
、
是
亦
収
納
落
ニ
相
成
融
通
甚
六
ヶ
敷

当
冬
多
分
之
不
足
ニ
及
、
誠
ニ
当
惑
至
極
罷
在
候
、
乍
然
御
地
御
差
引

者
当
春
厚
御
取
斗
ニ
預
り
候
事
故
、
御
違
約
難
相
成
無
理
成
都
合
を

以
、
前
段
御
差
引
御
年
越
取
斗
候
得
共
、
何
分
不
意
・
臨
時
之
失
費
取

賄
方
無
之
候
ニ
付
、
一
旦
御
手
渡
金
之
内

都
合
四
千
四
百
両
別
紙
書

付
之
通
、
暫
借
御
取
斗
ニ
預
り
度
、
勿
論
此
儀
一
切
被
申
出
候
御
議
理

合
無
之
、
役
方
一
統
深
致
心
痛
、
兼
而
御
蔵
元

御
話
被
下
候
講
事
一

条
も
有
之
、
右
ヲ
以
取
賄
度
先
達
而

別
帳
之
通
、
立
可
講
と
し
て
勝

手
向
補
助
旁
講
事
相
企
候
処
、
亀
山
・
備
中
ニ
而
一
ヶ
年
ニ
凡
二
千
金

者
出
来
候
得
共
、
何
分
日
掛
之
仕
法
ニ
而
当
冬
多
足
ニ
相
成
兼
、
就
而

者
右
ヲ
以
来
春

此
度
御
出
金
之
口
江
月
々
及
御
返
済
候
間
、
暫
時
御

融
通
之
儀
御
聞
済
被
下
候
ハ

当
難
相
凌
置
次
第
御
座
候
、
誠
ニ
重
々

之
御
無
理
申
出
兼
候
得
と
も
必
至
仕
法
立
ヲ
以
御
頼
申
御
事
故
、
御
承

引
被
下
不
申
候
而
者
来
春

家
中
扶
助
渡
方
ニ
も
相
抱
り
候
程
之
儀
、

重
役
一
同
不
容
易
致
心
配
、
依
而
今
般
天
野
儀
太
夫
別
段
出
坂
被
申

付
、
為
御
頼
罷
出
候
事
候
間
差
支
筋
御
推
察
被
下
、
宜
御
承
知
被
下
候

様
偏
以
奉
頼
候
、
以
上
、

午
十
月

天
野
儀
太
夫

関
喜
左
衛
門

﹇
史
料

﹈
の
内
容
は
次
の
五
点
に
な
る
。

藩
で
は
金
九
七
四
九
両
余
を
調

達
す
る
。
更
に
、
亀
山
・
備
中
よ
り
一
万
俵
の
廻
米
を
す
れ
ば
、
不
足
す
る
金
二

三
五

両
程
に
は
な
る
。

将
軍
徳
川
家
定
の
死
去
に
伴
う
上
野
で
の
葬
式
の
警

固
、
そ
の
前
後
数
日
の
上
野
御
勤
番
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
不
意
な
役
当
り
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
藩
主
の
舎
弟
を
急
ぎ
養
子
に
し
た
こ
と
も
入
用
が
後
を
引
く
こ
と
に

も
な
っ
た
。
そ
の
上
、
東
海
道
筋
一
帯
の
大
荒
れ
に
よ
る
水
損
で
藩
の
収
入
を
減

ら
し
、
冬
に
は
多
く
の
不
足
が
見
込
ま
れ
藩
で
は
困
惑
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

大
坂
で
の
差
引
は
安
政
五
年
春
に
厚
い
取
り
計
ら
い
も
あ
っ
た
た
め
違
約
も
で

き
ず
、
藩
は
そ
の
差
引
で
年
越
し
を
見
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
不
意
・
臨
時
の

失
費
に
対
し
取
賄
方
の
手
段
も
な
い
。
そ
の
た
め
一
旦
、
手
渡
金
の
内
よ
り
の
四

四

両
を
し
ば
ら
く
借
り
た
い
。

蔵
元
近
江
屋
よ
り
話
が
あ
っ
た
講
に
つ
い

て
も
、
藩
は
取
り
賄
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
立
可
講
と
し
て
藩
の
勝
手
向
の
補
助
と

す
る
。
講
で
亀
山
・
備
中
に
お
い
て
一
年
に
約
金
二

両
の
調
達
を
見
込
ん

で
い
る
。
こ
の
講
で
の
調
達
金
は
、
安
政
六
年
春
よ
り
、
今
回
の
近
江
屋
か
ら
の

御
出
金
の
口
へ
月
々
の
返
済
に
も
充
て
て
い
き
た
い
。

近
江
屋
が
暫
時
の
融
通

を
引
き
受
け
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
安
政
六
年
春
か
ら
の
家
中
扶
助
の
渡
し
方
に
も

係
わ
り
、
藩
の
重
役
一
同
も
心
配
し
て
い
る
。

次
に
、
安
政
五
年
の
差
引
で
近
江
屋
が
、
藩
か
ら
の
御
頼
談
筋
を
書
き
取
っ
た

借
入
・
返
済
計
画
の

覚

の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
藩
は
安
政
五
年
冬
に

大
坂
御
銀
主
近
江
屋
か
ら
金
九
七
四
九
両
二
朱
を
借
り
入
れ
る
。
内
訳
は
、
金
五

九
五
一
両
二
朱
余
・
正
銀
二
六
九
貫
六
八

匁
余
（
こ
の
正
銀
は
金
一
両
に
付
き

銀
七
一
匁
で
両
替
し
三
七
九
八
両
余
へ
）
に
な
る
。

他
方
、
返
済
案
は
次
の

・

の
よ
う
に
計
画
し
て
い
る
。

調
達
金
九
七
四

九
両
二
朱
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
米
一
万
俵
（
三
九
八

石
）
を
兵
庫
へ

廻
米
し
、
そ
の
売
却
代
銀
を
充
て
る
見
込
み
で
あ
る
。
米
一
万
俵
の
内
訳
は
、
亀

近江屋猶之助両替店の大名貸史料
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山
米
四

俵
（
一
七
一
二
石
）
と
備
中
米
六

俵
（
二
二
六
八
石
）
に

な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
伊
勢
国
若
松
と
備
中
か
ら
兵
庫
の
北
風
荘
右
衛
門
へ

廻
米
さ
れ
る
が
、
こ
の
状
況
を
示
す
と
表

に
な
る
。
亀
山
米
・
備
中
米
の
合
計

三
九
八

石
は
、
兵
庫
で
一
石
に
付
き
銀
一
三
二
匁
替
を
見
込
み
、
売
却
代
銀
は

正
銀
五
二
五
貫
三
六

目
と
す
る
。
こ
の
代
銀
は
金
一
両
に
付
き
銀
七
一
匁
で
両

替
し
て
金
七
三
九
九
両
余
に
な
る
が
、
そ
れ
を
調
達
高
の
金
額
よ
り
二
三
五

両

不
足
す
る
た
め
、
こ
の
不
足
分
は

亀
山
よ
り
正
金
ニ
而
可
差
登
分

で
返
済
す

る
と
し
て
い
る
。

口
演

に
も
あ
る
金
四
四

両
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

二

両
分
に
つ
い
て
は
今
回
藩
が
企
画
し
た
立
可
講
の
講
金
で
安
政
六
年
正

月
よ
り
返
済
す
る
と
あ
る
が
月
々
の
返
済
金
額
ま
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
二
四

両
分
に
つ
い
て
安
政
六
年
一

月
よ
り
廻
米
に
よ
る
返
済
を
計
画

し
て
い
る
が
、
そ
の
割
合
ま
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

二

金
沢
藩

金
沢
藩
に
つ
い
て
は
表

に
お
い
て
も
、

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

で

の

残
高
（
全
容
）

は
金
一

七
八
両
一
分
三
朱
と
あ
る
。
そ
し
て
、
近
江
屋

と
金
沢
藩
と
の
関
係
を
示
す
史
料
に
は

加
州
金
沢
藩

貸
附
証
文
之
写
（

）

が
あ

り
、
次
の

か
ら

に
示
す
三
通
の
証
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

﹇
史
料

﹈

覚

残
元
銀
百
五
拾
六
貫
六
百
五
拾
六
匁
四
分
五
厘
代

一
、
八
百
二
拾
四
両
二
歩

通
用
金

（
黒
印
）

両
ニ
付
百
九
拾
匁
替

但
、
壱
ヶ
年
当
り
三
両
二
歩
二
朱

右
当
屋
鋪
旧
借
金
今
般
銀
名
被
廃
候
ニ
付
、
右
割
合
之
通
当
年

毎
歳
十
一

月
中
可
相
渡
候
、
仍
而
為
後
日
一
札
如
件
、

明
治
元
十

（
年
脱
カ
）
一
月

加
州
領
内

崎
田
小
左
衛
門

印

長
谷
川

之
助

近
江
屋
半
左
衛
門
殿

表
書
之
内

元
入
金
拾
両
三
歩
二
朱

明
治
元
年

同
三
年
迄
三
ヶ
年
分
（
黒
印
）

残
元
金
八
百
拾
三
両
二
歩
二
朱

覚

残
元
四
拾
六
貫
八
拾
目

一
、
二
百
四
拾
二
両
二
歩
・
永
二
拾
六
文
三
分

通
用
金

（
黒
印
）

但
、
二
両
壱
分

毎
歳
六
月
中
渡

右
先
年
当
屋
鋪
調
達
銀
半
利
三
ノ
一
株
、
今
般
右
金
高
ニ
相
改
脇
書
之
通
可

及
返
済
候
、
仍
而
為
後
日
証
文
如
件
、

明
治
二
年
六
月

加
州
領
内

松
原
平
之
丞

松
田
亮
蔵

近
江
屋
半
左
衛
門
殿

表
書
之
内

元
入
金
六
両
三
歩
・
永
二
拾
六
文
三
分

（
黒
印
）

明
治
二
年

同
四
年
迄
三
ヶ
年
分

残
元
金
二
百
三
拾
五
両
三
歩



割
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覚

残
元
五
貫
五
百
九
拾
九
匁
四
分
四
厘

一
、
金
二
拾
九
両
壱
歩
三
朱
・
永
三
拾
三
文
二
分
三
厘
（
黒
印
）

通
用
金

但
、
二
朱

毎
歳
六
月
中
渡

右
先
年
当
屋
鋪
調
達
銀
淀
之
株
、
今
般
右
金
高
ニ
相
改
脇
書
之
通
可
及
返
済

候
、
依
而
為
後
日
証
文
如
件
、

明
治
二
年
六
月

加
州
領
内

松
原
平
之
丞

松
田
亮
蔵

近
江
屋
半
左
衛
門
殿

表
書
之
内

元
入
金
壱
歩
二
朱
・
永
三
拾
三
文
二
分
三
厘

（
黒
印
）

残
元
金
二
拾
九
両
壱
朱

明
治
二
年

同
四
年
迄
三
ヶ
年
分

三
口

残
元
金
千
七
拾
八
両
壱
歩
三
朱

﹇
史
料

﹈
の
こ
れ
ら
証
文
は
明
治
初
期
の
銀
目
廃
止
後
に
、
近
江
屋
が
金
沢

藩
へ
の
貸
出
し
残
元
銀
を
金
一
両
に
付
き
銀
一
九

匁
で
換
算
し
た
も
の
で
あ

る
。
元
々
は
銀
で
貸
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
内
容
は
次
の
よ
う
に

な
る
。

は
残
元
銀
一
五
六
貫
六
五
六
・
四
五
匁
を
金
八
二
四
両
二
分
へ
直
し

た
。
そ
し
て
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
よ
り
毎
年
一
一
月
に
三
両
二
分
二
朱
を

返
済
す
る
規
定
に
な
り
、
同
三
年
ま
で
に
一

両
三
分
二
朱
を
元
入
れ
し
、
残
元

金
が
八
一
三
両
二
分
二
朱
に
な
っ
た
。

は
残
元
銀
四
六
貫
八

目
を
金
二
四
二

両
二
分
と
永
二
六
・
三
文
へ
直
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
二
年
よ
り
毎
年
六
月
に
二

両
一
分
を
返
済
す
る
規
定
に
な
り
、
同
四
年
ま
で
に
六
両
三
分
・
永
二
六
・
三
文

を
元
入
れ
、
残
元
金
二
三
五
両
三
分
に
な
っ
た
。

は
残
元
銀
五
貫
五
九
九
・
四

四
匁
を
金
二
九
両
一
分
三
朱
と
永
三
三
・
二
三
文
へ
直
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
二

年
よ
り
毎
年
六
月
に
二
朱
を
返
済
す
る
規
定
に
な
り
、
同
四
年
ま
で
に
一
分
二
朱

と
永
三
三
・
二
三
文
を
元
入
れ
、
残
元
金
二
九
両
一
朱
に
な
っ
た
。

近
江
屋
か
ら
金
沢
藩
へ
の
残
元
銀
は
二

八
貫
三
三
五
・
八
九
匁
で
あ
る
。
こ

の
金
換
算
は
金
一

九
六
両
一
分
三
朱
と
永
五
九
・
五
三
文
で
、
返
済
額
は
金
一

八
両
と
永
五
九
・
五
三
文
に
な
る
。
そ
し
て
、

は
合
計
を
表
し
、
三
口
の

残
元
金
は
一

七
八
両
一
分
三
朱
だ
が
、
こ
の
残
元
金
は
表

の

旧
諸
藩
・
御

証
札
員
数
目
録

の

残
高
（
全
容
）

と
も
一
致
す
る
（

）
。

三

森
藩森

藩
財
政
と
森
本
家
近
江
屋

森
藩
に
つ
い
て
は
表

に
お
い
て
も
、

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

の

残
高
（
全
容
）

は
銀
八
一
一
貫
二

九
匁
余
・
金
二
万
四
一
八
三
両
三
朱
余
、

利
息
高

は
銀
七
九
貫
四

四
匁
余
・
金
一
二
八
九
両
一
分
一
朱
余
で
あ
る
。

他
方

証
券
覚
日
記

の

残
高
（
旧
公
）

は
金
一
万
四
八
一
両
二
分
二
朱
余

と
あ
る
。
し
か
し
、
両
史
料
の
残
高
に
つ
い
て
は
金
額
が
一
致
し
て
お
ら
ず
、
そ

れ
に

証
券
覚
日
記

の
方
に
は
旧
公
債
に
採
用
さ
れ
た
銀
額
は
な
い
。

森
藩
財
政
と
森
本
家
近
江
屋
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
基
づ
い
て
述

近江屋猶之助両替店の大名貸史料



べ
て
い
き
た
い
（

）
。
ま
た
、
森
藩
分
家
の
旗
本
久
留
島
氏
も
森
本
家
近
江
屋
と
も
関

係
が
あ
り

（

）
、
表

に
お
い
て
も
、

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

の

残
高

（
全
容
）

は
銀
一
六
三
貫
一
八
三
匁
余
・
金
七
二
九
両
二
分
三
朱
、

利
息
高

は
銀
五

貫
一

五
匁
余
・
金
二
九
八
両
三
分
三
朱
と
あ
る
。

森
藩
財
政
に
森
本
家
近
江
屋
が
関
与
す
る
以
前
は
吉
谷
（
日
野
屋
）
又
右
衛
門

と
関
係
が
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
藩
が
文
化
七
年
（
一
八
一

）
に
大
坂
商
人

へ
の
扶
持
数
を
減
ら
し
た
と
き
の
史
料
で
は
、
吉
谷
又
右
衛
門
が
最
も
多
い
七
人

扶
持
で
あ
っ
た
。
藩
で
は
日
野
屋
へ
江
戸
仕
送
金
を
頼
ん
で
い
た
が
、
藩
財
政
好

転
後
は
直
接
送
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
文
化
二
年
（
一
八

五
）
に
藩
は
大
坂
蔵

屋
敷
拡
張
の
た
め
日
野
屋
の
屋
敷
を
買
収
、
そ
の
普
請
に
よ
っ
て
日
野
屋
に
借
財

が
で
き
た
。
文
化
三
年
に
は
江
戸
屋
敷
類
焼
に
よ
り
、
天
王
寺
屋
五
兵
衛
（
銀
三

貫
目
）
・
日
野
屋
又
右
衛
門
（
銀
二

貫
目
）
・
大
津
屋
権
兵
衛
（
銀
二

貫

目
）
か
ら
合
計
銀
七

貫
目
を
借
入
れ
財
政
難
に
陥
っ
た
。
文
化
六
年
六
月
よ
り

藩
は
日
野
屋
へ
江
戸
仕
送
り
を
依
頼
し
た
が
、
日
野
屋
で
は
以
前
か
ら
の
関
係
で

そ
れ
を
引
き
請
け
た
も
の
の
日
野
屋
自
体
の
経
営
が
悪
く
、
文
化
七
年
六
月
二
六

日
に
近
江
屋
富
太
郎
に
援
助
を
頼
ん
だ
。
こ
れ
以
降
、
近
江
屋
が
森
藩
の
主
な
金

主
に
な
っ
た

（

）
。

そ
の
後
、
文
化
一

年
に
駿
府
加
番
役
に
際
し
て
は
領
内
在
町
よ
り
銀
六
八
貫

目
を
徴
し
、
大
坂
の
近
江
屋
富
太
郎
（
銀
三
三
貫
目
）
・
播
磨
屋
仁
兵
衛
（
銀
一

貫
目
）
か
ら
合
計
銀
四
三
貫
目
を
借
り
入
れ
た
。
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
の

伝
奏
馳
走
役
で
は
、
在
町
・
大
坂
堺
屋
長
兵
衛
・
内
田
屋
甚
助
か
ら
金
額
不
明
だ

が
借
銀
し
て
お
り
、
日
田
京
屋
半
四
郎
か
ら
も
銀
六

貫
目
を
借
り
入
れ
て
い

る
。
文
政
七
年
に
は
近
江
屋
半
左
衛
門
（
金
一

両
）
・
播
磨
屋
仁
兵
衛

（
金
七
五

両
）
か
ら
合
計
金
一
七
五

両
を
借
り
入
れ
た
（

）
。

こ
の
時
期
の
藩
は
、
幕
府
か
ら
文
化
一

年
に
駿
府
加
番
役
、
文
政
元
年
の
伝

奏
馳
走
役
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
院
使
馳
走
役
を
課
役
さ
れ
、
凡
そ
金
八

両
を
費
や
す
状
態
だ
っ
た
（

）
。
天
保
三
年
八
月
に
は
近
江
屋
半
左
衛
門
か
ら

江
戸
仕
送
り
を
断
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
同
四
年
四
月
に
参
勤
途
中
に
藩
主
自
ら

が
大
坂
の
近
江
屋
に
江
戸
仕
送
り
を
頼
み
込
ん
だ
。
近
江
屋
で
は
藩
主
が
頭
を
下

げ
て
来
た
た
め
、
仕
方
な
く
江
戸
仕
送
り
を
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
時
藩
は
、
近

江
屋
へ
御
勝
手
方
の
世
話
を
申
し
付
け
た
こ
と
で
、
知
行
一

石
と
御
用
人
格

苗
字
帯
刀
も
御
屋
敷
で
は
勝
手
次
第
と
い
う
待
遇
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
直
後
の

同
年
八
月
に
、
藩
で
は
天
保
の
財
政
改
革
に
着
手
し
た
が
、
こ
の
改
革
も
幕
府
か

ら
の
課
役
や
不
作
に
よ
り
殆
ど
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

（

）
。

こ
の
よ
う
な
財
政
状
況
の
中
、
天
保
五
年
に
藩
は
幕
府
よ
り
院
使
馳
走
役
を
課

さ
れ
、
ま
ず
、
同
年
二
月
二
八
日
に
領
内
よ
り
銀
五

貫
目
を
借
り
入
れ
た
。
ま

た
、
同
年
一
月
二
八
日
に
は
近
江
屋
半
左
衛
門
か
ら
銀
二

貫
目
を
借
り
入
れ

て
お
り
、
こ
の
銀
額
を
金
相
場
で
換
算
す
る
と
金
三

両
に
な
る
（

）
。
次
節
で

取
り
上
げ
る
近
江
屋
側
の
証
文
等
は
、
こ
の
段
階
か
ら
残
さ
れ
て
い
る
。

天
保
九
年
に
近
江
屋
半
左
衛
門
が
江
戸
仕
送
り
か
ら
引
い
た
た
め
、
藩
は
河
内

屋
に
頼
む
も
長
続
き
せ
ず
、
同
一
一
年
に
は
播
磨
屋
仁
兵
衛
に
頼
ん
で
い
る
。
日

野
屋
も
藩
と
の
関
係
か
ら
手
を
引
い
て
い
た
た
め
、
大
坂
商
人
に
代
り
日
田
商
人

と
も
関
係
を
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
七
月

に
藩
庁
か
ら

御
趣
意
箱

設
置
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
、

累
年
之
追
繰
を
以
莫



大
之
御
借
財
、
御
勝
手
向
必
至
之
御
差
支

の
た
め

大
坂
森
本
半
右
衛
門
へ
御

勝
手
御
引
請
御
世
話
申
上
候
様
御
頼
相
成
候

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
借
財
に
よ
る

財
政
難
の
た
め
、
森
本
家
近
江
屋
半
右
（
左
）
衛
門
へ
藩
財
政
建
て
直
し
を
再
び

依
頼
し
て
い
る
（

）
。
他
に
、
森
本
半
左
衛
門
が
隠
居
に
際
し
て
は
、
嶋
宮
内
・
久
留

嶋
監
物
か
ら

別
段
為
心
附

の
扶
持
方
五
口
が
贈
ら
れ
た
（

）
。

森
藩
で
も
財
政
再
建
策
の
一
環
と
し
て
、
藩
内
で
特
産
物
の
専
売
制
を
実
施
し

て
い
た
。
そ
の
特
産
物
に
対
象
に
さ
れ
た
も
の
に
は
楮
・
椎
茸
・
竹
皮
・
朝
鮮
人

参
・
櫨
・
明
礬
が
あ
り
、
他
に
鉛
山
開
発
計
画
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
特
に
、
森

本
家
近
江
屋
か
ら
藩
へ
の
融
資
に
関
係
し
た
、
櫨
・
明
礬
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き

た
い
。

櫨
は
西
日
本
の
特
産
物
で
、
そ
れ
を
絞
っ
て
作
る
蝋
は
蝋
燭
・
鬢
附
油
の
原
料

に
な
っ
た
。
藩
で
は
文
化
六
年
（
一
八

九
）
に
二
一
五
八
本
の

唐
は
じ

の

栽
培
を
命
じ
て
い
る
。
天
保
一
一
年
（
一
八
三
九
）
に
は
玖
珠
郡
内
の
村
に
種
子

を
与
え
て
植
付
け
を
命
じ
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
三
月
に
代
官
が
櫨
の
見
分

の
た
め
郡
内
を
廻
っ
て
い
る
。
ま
た
、

有
田
櫨
会
所

で
は
櫨
実
の
買
占
め
を

行
っ
て
い
た
ら
し
い

（

）
。

明
礬
は
薬
用
・
媒
染
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
全
国
に
お
け
る
明
礬
の
産
地
に

は
野
田
山
（
幕
領
の
速
見
郡
野
田
村
）
・
鶴
見
山
（
森
藩
）
・
薩
摩
・
肥
前
島

原
・
肥
後
・
中
川
領
（
岡
藩
）
・
相
州
箱
根
が
あ
っ
た
。
森
藩
領
の
鶴
見
明
礬
山

は
大
坂
の
明
礬
問
屋
渡
辺
家
近
江
屋
五
郎
兵
衛
の
請
山
で
、
和
喜
（
脇
）
弾
之
丞

が
下
請
負
だ
っ
た
。
文
政
七
年
九
月
に
藩
直
営
の
山
で
あ
る

御
手
山

に
し
よ

う
と
し
、
近
江
屋
五
郎
兵
衛
に
は
明
礬
販
売
の
み
頼
む
旨
を
申
入
れ
、
こ
の
事
は

和
喜
へ
も
通
告
さ
れ
た
。
和
喜
は
藩
直
営
を
思
い
止
ま
る
よ
う
藩
へ
嘆
願
し
た

が
、
藩
は
運
上
を
年
に
銀
二

貫
目
出
す
な
ら
請
山
に
し
て
よ
い
と
返
答
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
運
上
は
銀
二
貫
一
五

目
だ
っ
た
。
翌
八
年
正
月
に
近
江
屋
五
郎
兵

衛
が
森
に
来
て
、
藩
と
の
協
議
の
結
果
こ
れ
ま
で
通
り
請
山
が
認
め
ら
れ
た
。
こ

の
年
、
和
喜
弾
之
丞
は
苗
字
を

脇
屋

に
改
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
鶴
見
明
礬

山
は
天
保
一
四
年
に
藩
直
営
に
な
り
、
同
年
七
月
に
は
明
礬
山
の
代
官
・
目
付
け

な
ど
の
人
事
を
発
令
し
、
請
負
継
続
を
嘆
願
し
て
き
た
脇
屋
儀
助
ら
に
直
営
を
宣

言
し
た
。
藩
は
、
大
坂
の
近
江
屋
長
兵
衛
へ
米
二

石
を
送
り
江
戸
仕
送
り

を
さ
せ
て
い
た
が
、
今
度
は
米
の
代
わ
り
に
明
礬
山
直
営
に
よ
る
利
益
を
金
三

両
と
見
込
み
、
そ
れ
だ
け
で
江
戸
仕
送
り
が
可
能
だ
と
頼
み
込
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
藩
に
よ
る
明
礬
山
の
直
営
は
明
治
に
至
る
ま
で
続
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る

（

）
。
次
節
で
取
り
上
げ
る
森
本
家
近
江
屋
側
の
証
文
等
に
も
、
藩
は
明
礬
・
硫

黄
の
売
払
代
金
に
よ
る
返
済
を
謳
っ
た
も
の
、

久
留
嶋
明
礬
方

へ
の
融
資
が

見
受
け
ら
れ
る
。

森
藩
の
証
文

森
本
家
近
江
屋
が
森
藩
へ
の
貸
出
し
を
示
す
史
料
に

﹇
貸
金
簿
﹈
森
本
（

）

が

あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
二
冊
の
史
料
を
一
冊
に
合
わ
せ
た
も
の
で
、
前
半
は
証
文

の
部
分
、
後
半
は

久
留
嶋
明
礬
方

の
部
分
よ
り
成
っ
て
い
る
。
﹇
貸
金
簿
﹈

森
本

の
前
半
部
分
の
証
文
一
覧
を
示
す
と
表

に
な
り
、
一
六
通
の
証
文

等
が
記
さ
れ
て
い
る
（
後
掲
の
【
史
料
】
を
参
照
）。

そ
し
て
、
表

の

残
元
金
銀
高

利
息
金
銀
高

を
集
計
し
た
も
の

近江屋猶之助両替店の大名貸史料



が
表

に
な
る
。

表

を
表

の

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

と
比
較
す
る
と
、

残
銀
高

八
一
一
貫
二

九
・
四
八
三
匁
は
一
致
す
る
が
、

利
息
銀
高

は
全
く
異
な
る
、

表

に
比
べ
表

の
方
が
、

残
金

高

が
八
一
両
少
な
い
が
、

利
息
金
高

は
四
一

両
二
分
多
い
、

金

（
永
）

で
は
両
者
間
で
は
一
致
し
な
い
、
と
い
う
三
点
が
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
か
ら
原
則
的
に
、
表

の

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

に
表
れ
た

残
高
（
全
容
）

は
、
﹇
貸
金
簿
﹈
森
本

の
金
銀
高
（
表

・

）
に

拠
っ
て
い
る
と
見
な
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
次
に
、
表

で
示
し
た

﹇
貸
金
簿
﹈
森
本

の
前
半
部
分
の
各
証
文
等
の
内
容
を
述
べ
る
。

幕
府
よ
り

参
向
之
院
使
御
馳
走
役

を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
事
で
借
用
し
た

も
の
。
こ
の
入
用
金
子
は
献
納
す
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
が
、
藩
は
差
し
支
え

る
事
を
理
由
に
断
り

格
別
之
御
頼
談
を
以

て
近
江
屋
よ
り
金
三

両
を
借
用
し
た
。
そ
し
て
、
天
保
五
年

同
一
四
年
（
一
八
三
四

一
八
四

三
）
の
一

年
間
の
改
革
に
よ
る
積
金
で
返
済
す
る
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
の

年
限
中
の
利
息
と
し
て
年
に
米
二
四

石
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

の
約
定
添
証
文
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
か
ら
七
カ
年
の

厳
重
改

革

の
間
は
、
年
に
元
入
金
と
利
息
金
七
五
両
ず
つ
計
一
五

両
を
返
済
す

る
。
そ
し
て
、
改
革
年
限
の
後
に
返
済
仕
法
を
改
め
て
相
談
す
る
。
こ
の
金

三

両
は
明
治
三
年
ま
で
に
残
金
高
一
二
四
五
両
ま
で
返
済
し
た
。

御
切
手
方
要
用
金

と
し
て
金
六
一
三
四
両
三
分
三
朱
を
月
利
三
朱

（

・
三
％
）
で
借
用
し
た
。
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
よ
り
年
に
金
二

両
ず
つ
返
済
す
る
約
束
で
あ
る
。
利
息
分
は
近
来

取
立
方
不
勝
手

の

事項 残銀高 利息銀高 残金高 利息金高 残金高（永） 利息金高（永）

貫 匁 貫 匁 両 分 朱 両 分 朱 文 文

計 口 口 （ ）

修正増減

修正後計

元利総計 銀 貫 匁 分 厘 毛 金 両 分 朱 銭 貫 文

表 ［貸金簿］森本 証文における金銀集計高

（注 ） 表中の網かけ部分は、藩債処分で新旧公債へ採用された分を示しており、合計すると金 万 両 分 朱・永 文にな
る。その額は、表 における 証券覚日記 （旧公債採用分）の 残高（旧公） とも一致する。

（注 ） 証券覚日記（森本店） （明治六年 八年［大阪商業大学商業史研究所所蔵 佐古慶三教授収集文書 近江屋］）によれ
ば、 については更に旧公債と新公債へ分けて採用されている。

（ ） 計算数値では になるが史料数値に従った。
出所 ［貸金簿］森本 （天保五年 明治三年［大阪商業大学商業史研究所所蔵 佐古慶三教授収集文書 近江屋］）より作成。
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表
覧
一
文
証
家
島
留
久
藩
森

元
高
銀
金
元

題
表

日
月
年

金
元
残

高
銀
金
増
借
・
入

債
藩

計
集

率
利

由
事

高
銀

分
処

保
天

年
金

事
之
文
証
申
用
借

月
役

走
馳
御
使

院
之
向
参

両
付
仰

被
）

化
弘

年
金

事
之
文
証
添

月
済
返

両
両

両

治
元

事
之
文
証
金
用
借

月
正
年

金
両

分
済
返

朱
両

両
分

内
之
金
用
要

方
手
切
御

朱
月
朱

治
元

事
之
文
証
金
用
借

月
正
年

金
両

増
借

朱
両
分

両
分
朱

久
文

年
月

銀
事
之
形
手
り
預

日
貫

済
返

目
貫

匁
貫

月
匁

朱

化
弘

年
銀

事
之
子
銀
申
預

月
貫

匁
分

就
方
賄
敷
屋

坂
大
戸
江

厘
用

要

年
元
延
万

銀
書
定
約

月
貫

匁
分

済
返

厘
貫

匁
貫

目
分

年
厘

朱

永
嘉

年
事
之
文
証
子
金
申
用
借

月
金

両
用

入
為
付
植

櫨
中
分
領

両
月

半
朱

債
公
旧

年
元
延
万

金
事
之
文
証
金
用
借

月
済
返

両
両

月
両

朱

治
元

事
之
文
証
金
用
借

月
正
年

金
両

分
済
返

朱
両

分
朱

月
用
要

為
方
手
切

両
朱

債
公
旧

治
元

事
之
文
証
金
用
借

月
正
年

金
両

分
増
借

朱
両

分
朱

両
仕
用

借
金
足
利

）

金
増
借

）
永

文
文

）

政
安

金
事
之
文
証
子
金

月
正
年

済
返

両
両

之
有
義
之
方

話
世
拠
無

両
月
朱

治
明

年
金

事
之
券
証
用
借

月
両

分
朱

両
分

月
用

借
致
来
旧

朱
朱

金

債
公
旧

）
永

文
分
厘

文
分

債
公
新

厘

治
明

年
金

事
之
文
証
金
用
借

月
両

朱
両

年
朱

朱
金

）
永

文
分

文
分

治
明

年
金

事
之
券
証
用
借

月
両

合
夕
才

両
合
夕
才

月
年

・
朱

朱

政
安

年
覚

月
銀

）
方
物
産
御
嶋
留
久

貫
匁
分
厘

済
返

毛
貫

匁
厘

貫
匁
分
厘
毛

月
）

朱

註
号

番
、

は
名

宛
の

文
証

・
・

号
番
、
門
衛
左
半
本

森
は

・
・

号
番
、
助
之
猶
本
森
は

註

。
し
な
は

の
中

表
計

集
表

は
計
合
た
し

計
集

で
。
る
あ
で
等
文
証
の
通

保
天

）
年
同

、
め
た

の
中

革
改

で
ま

年
米
は
中
間
期

。
る
め
進
し
差
々
年
を
石

、
ず

ま
）

両
分
朱

両
分
朱

両
永
、
方
他
。
分

文
永

文
金

）
分

永
、

て
し

そ
。
文

両
分

分
。

両

容
内

細
詳

の
文

証
の

こ
）

が
表

勘
引
差
の
方
礬
明
嶋
留
久

定

所
出

。
る
な
に

本
森

］
簿

金
貸

年
五

保
天

年
三
治

明
研
史
業
商
学
大
業
商
阪
大

授
教
三
慶
古
佐

蔵
所
所
究

書
文
集
収

。
成
作

り
よ

）］
屋
江
近



た
め
別
帋
証
文
を
差
し
入
れ
た
。
そ
こ
で
は
元
金
返
済
後
に
利
息
分
も
返
済

す
る
約
束
で
あ
る
。
元
入
金
五

両
の
み
返
済
し
た
が
、
元
治
二
年

明
治

元
年
（
一
八
六
八
）
の
四
年
間
の
利
息
は
返
済
し
て
い
る
。

利
息
金
を
差
し
入
れ
る
時
に
そ
れ
を
借
用
し
た
も
の
。
そ
の
た
め
、
初
め
金

六
二
九
両
三
朱
だ
っ
た
が
九
九
一
両
一
分
三
朱
へ
と
増
加
し
た
。
元
金
を
皆

済
し
た
な
ら
ば
利
息
を
年
に
金
一

両
ず
つ
返
済
す
る
。

銀
一
二
貫
七

目
の
預
か
り
手
形
で
、
月
利
七
朱
（

・
七
％
）。
元
銀

高
一

貫
八
七
五
匁
ま
で
返
済
し
た
が
、
利
息
は
文
久
二
年

明
治
四
年

（
一
八
六
二

一
八
七
一
）
の
一
一
七
月
分
滞
っ
て
い
る
。

江
戸
大
坂
屋
敷
賄
方
就
要
用

で
銀
七
四
二
貫
七
八
八
匁
余
を
借
用
し
た

も
の
。
弘
化
四
年

嘉
永
六
年
（
一
八
四
七

一
八
五
三
）
の
七
年
間
は
改

革
年
限
中
の
た
め
返
済
は
猶
予
。
そ
の
後
、
返
済
に
つ
い
て
頼
談
す
る
。

に
対
す
る
仮
約
定
書
。
嘉
永
五
年
（
子
）（
一
八
五
二
）
ま
で
切
手
利
益

で
返
済
し
て
き
た
が
、
翌
年
（
丑
）
よ
り
返
済
は
当
分
断
り
へ
。
そ
の
た

め
、
慶
応
元
年
（
丑
）（
一
八
六
五
）
よ
り
年
利
四
朱
を
差
し
入
れ
る
。
元

銀
高
七
一
七
貫
六

匁
余
ま
で
返
済
し
た
。

明
治
政
府
の
藩
債
処
分
で
旧
公
債
に
採
用
。
領
内
で
櫨
植
え
付
け
の
た
め
、

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に
金
七
五

両
を
月
利
六
朱
半
（

・
六
五
％
）

で
借
用
し
た
。
そ
の
後
、
元
入
れ
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
明
治
三
年
（
一

八
七
一
）
ま
で
利
息
は
払
わ
れ
た
。
し
か
し
、
同
年
九
月

四
年
一
一
月
の

一
六
月
分
の
利
息
金
七
八
両
は
滞
っ
て
い
る
。
藩
債
処
分
で
は
元
金
七
五

両
が
採
用
さ
れ
た
。

金
一
六
五
両
を
月
利
五
朱
半
（

・
五
％
）
で
借
用
し
、
文
久
元
年

慶
応

三
年
（
一
八
六
一

一
八
六
七
）
の
七
年
割
で
元
金
・
利
息
金
を
返
済
す

る
。
元
金
高
一

両
ま
で
返
済
し
た
が
、
利
息
は
慶
応
元
年

明
治
四
年

の
八
六
月
分
は
滞
っ
て
い
る
。

明
治
政
府
の
藩
債
処
分
で
旧
公
債
に
採
用
。
切
手
方
要
用
の
た
め
元
治
二
年

（
一
八
六
五
）
に
金
八
二
六
七
両
一
分
二
朱
を
月
利
三
朱
（

・
三
％
）
で

借
用
し
た
。
返
済
は
同
年
よ
り
三

両
ず
つ
元
入
れ
、
利
息
金
は
利
益
で

払
う
筈
だ
が
払
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
利
息
金
は
元
金
皆
済
後

に
払
う
こ
と
に
す
る
。
元
金
高
は
一
四
二
七
両
一
分
二
朱
を
返
済
し
て
六
八

四

両
に
な
っ
た
が
、
利
息
は
明
治
三
年
九
月

同
四
年
一

月
の
一
六
月

分
は
滞
っ
て
い
る
。
藩
債
処
分
で
残
金
高
六
八
四

両
が
採
用
さ
れ
た
。

利
息
金
を
差
し
入
れ
る
時
に
そ
れ
を
借
用
し
た
も
の
。
初
め
金
一
六
一
八
両

三
分
二
朱
だ
っ
た
が
三
度
の
借
増
で
三
一
六
一
両
余
へ
と
増
加
し
た
。
利
息

金
を
年
々
差
し
入
れ
る
べ
き
だ
が
、

利
益
不
納
勝

の
た
め
利
息
の
支
払

い
を
停
止
し
た
。
元
金
を
皆
済
後
に
利
息
を
年
に
金
三

両
ず
つ
返
済
す

る
。

金
一

両
を
月
利
七
朱
（

・
七
％
）
で
借
用
し
た
。
毎
年
一
一
月
に
約

定
の
利
息
を
差
し
登
る
が
、
元
金
は
沙
汰
あ
り
次
第
返
済
す
る
。
元
金
高
一

九
両
ま
で
返
済
し
た

明
治
政
府
の
藩
債
処
分
で
旧
公
債
・
新
公
債
に
採
用
。
こ
れ
ま
で
の
借
入
金

（
金
二
八
九
一
両
二
分
二
朱
余
）
を
月
利
五
朱
（

・
五
％
）
に
し
た
も

の
。
返
済
に
は
国
産
の
明
礬
・
硫
黄
の
売
上
代
金
を
充
て
る
と
し
た
が
、
返



済
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
証
文
の
文
中
に
は
、
藩
役
人
の
出
阪
費
用
と
明

礬
・
硫
黄
の
仕
入
金
の
た
め
四
五
五
両
一
分
二
朱
を
借
用
し
た
と
あ
り
、
伝

奏
御
用
に
係
わ
る
一
五

両
は
明
礬
・
硫
黄
の
売
払
代
金
か
ら
返
済
さ
れ
る

こ
と
が
約
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
年
八
月
ま
で
利
息
金
は
払
っ
た
が
、
利
息

金
二
三
一
両
一
分
一
朱
余
（
明
治
三
年
九
月

同
四
年
一

月
の
一
六
月

分
）
は
滞
っ
て
い
る
。
藩
債
処
分
で
は
元
金
二
八
九
一
両
二
分
二
朱
余
が
採

用
さ
れ
た
。

金
二

一
九
両
三
朱
余
を
年
利
五
朱
（

・
五
％
）
で
借
用
し
た
。
明
礬
の

売
り
払
い
が
滞
り
返
済
は
当
分
停
止
へ
。
そ
の
た
め
、

無
利
足
年
々
勘
定

差
引

で
生
じ
る
過
金
で
返
済
を
行
う
。

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
五
月

明
治
三
年
八
月
ま
で
の
新
・
古
借
入
金
の

年
々
利
息
を
集
め
た
も
の
。
ま
ず
、
文
久
二
年
（
戌
）（
一
八
六
二
）
に
月

四
朱
定
と
し
て
早
速
利
息
金
を
渡
す
筈
だ
っ
た
が
、
明
礬
売
捌
方
は
埒
が
明

か
ず
当
分
借
用
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
明
治
三
年
八
月
の
仕
切
り

よ
り
年
五
朱
利
を
加
え
て
返
済
す
る
。

久
留
嶋
御
産
物
方
の
出
入
勘
定
。
安
政
六
年

元
治
二
年

慶
応
元
年
（
一

八
五
九

一
八
六
五
）
の

座
物
明
礬
売
払
代
銀
を
以
指
引
勘
定

の
概
略

を
示
し
て
い
る
。
詳
細
は
表

。

以
上
、
一
六
通
の
証
文
の
内
容
を
述
べ
た
が
、
特
に
、

・

・

の
証
文
の

元
高
・
元
入
高
・
残
高

を
集
計
す
る
と
、
表

の

証
券
覚
日
記

の
そ
れ

ら
の
額
と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
元
高
は
金
一
万
九

九
両
、
元
入
高
は
金
一
四

二
七
両
一
分
二
朱
、
残
高
は
金
一
万
四
八
一
両
二
分
二
朱
で
あ
る
（

）
。
因
み
に
、
元

入
金
高
の
一
四
二
七
両
一
分
二
朱
は

の
証
文
か
ら
で
あ
る
。

表

の
証
文
の
特
徴
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
利
率
は
概
ね
月
三

七
朱

が
設
定
さ
れ
た
が
、
返
済
不
可
に
な
り
時
を
置
い
て
年
四
朱
を
加
え
返
済
す
る

ケ
ー
ス
（

）、
明
治
に
入
り
新
・
古
借
入
金
の
利
息
金
を
集
計
し
年
五
朱
を
加

え
返
済
す
る
ケ
ー
ス
（

）
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
返
済
不
可
に
な
っ
た
し
ば

ら
く
後
に
低
利
を
加
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
、
利
息
金
を
差
し
入
れ
る

時
に
そ
れ
を
借
用
し
て
借
増
に
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
（

と

）
も
あ
る
。
更

に
、
明
治
に
入
り
藩
の
主
力
特
産
物
で
あ
る
明
礬
・
硫
黄
の
売
上
代
金
を
頼
り
に

返
済
す
る
と
し
た
ケ
ー
ス
（

）
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
売
り
払
い
が

滞
り
、
返
済
も
滞
っ
て
い
た
。

表

で
考
察
し
た
よ
う
に
、
森
藩
が
近
江
屋
か
ら
の
借
入
金
の
返
済
手
段

と
し
て
の
特
産
物
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
明
礬
・
硫
黄
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う

に
、
﹇
貸
金
簿
﹈
森
本

の
後
半
は

久
留
嶋
明
礬
方

の
部
分
で
あ
り
、
次
に

そ
れ
を
示
す
と
表

に
な
る
。

表

は
、

久
留
嶋
明
礬
方

に
お
け
る
安
政
六
年

慶
応
元
年
（
一
八

五
九

一
八
六
五
）
の
約
六
年
間
の
貸
出
し
と
、
返
済
で
あ
る
元
入
れ
を
表
し
て

い
る
。
引
残
り
残
銀
額
は
八
二
貫
七
三
三
・
七
五
三
匁
で
あ
る
。
表

の
特

徴
を
述
べ
る
と
三
点
に
な
る
。

貸
出
し
元
銀

は
、
金
相
場
で
換
算
さ
れ
金

額
で
藩
側
に
渡
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
部
に
不
明
な
箇
所
等
も
存
在
す
る

が
、
渡
さ
れ
た
合
計
推
計
額
は
凡
そ
金
一

八
六
両
三
分
に
な
る
。

返
済
に
つ

い
て
は
、
元
入
回
数
は
わ
ず
か
二
回
で
、
ほ
と
ん
ど
返
済
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
利

息
の
支
払
い
も
滞
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

利
率
は
月
七
朱
（

・
七
％
）

近江屋猶之助両替店の大名貸史料



表
勘

引
差

の
方

礬
明

嶋
留

久
定

元
高

銀
元

し
出

貸
日

月
年

利
月

高
銀

れ
入

数
月

入
借

間
期

入
借

）
銀

へ
金

高
銀

利
引
差

高
銀

利
換

金
の

高
銀

元
値
算

換
の

算

貫
匁

貫
匁

匁
貫

匁
貫

匁
匁
．

両
分

朱

政
安

年
月

日

政
安

年
月

日

政
安

？
？

年
月

日

政
安

年
月

日

政
安

年
月

日

政
安

年
月

日

政
安

年
月

日

政
安

年
月

日

政
安

年
月

日

政
安

年
月

日

政
安

年
月

日

年
元

延
万

月
日

年
元

延
万

月
日

年
元

久
文

月
日

年
元

久
文

月
日

年
元

久
文

月
日

久
文

年
月

日

久
文

年
月

日

久
文

年
月

日
渡
善

河
？

久
文

渡
？

年
月

日
）

久
文

年
月

日
）

年
元

治
元

月
日

治
元

？
カ

渡
？

年
月

日

治
元

渡
？

年
月

日

年
元

応
慶

月
日

年
元

応
慶

月
日

り
残

引

高
計

合
）

）
）

注
）

月
は

息
利

朱
。

る
あ

で
）

％
注

）
間

期
入

借
・

数
月

入
借

年
の

中
料

史
は

て
い

つ
に

。
た

っ
従

に
数

月
・

月
注

）
て

全
ぼ

ほ
、

は
に

料
史

間
期

入
借

・
数

月
入

借
・

高
銀

利
さ

消
抹

、
に

下
の

紙
付

の
た

れ
年

も
た

れ
さ

算
計

で
で

ま
月

。
る

あ
が

の
）

史
。

て
い

つ
に

額
銀

の
こ

は
で

料
亥

久
文

日
四

廿
月

十
）

年
銀

の
、

と
し

出
貸

の
匁

日
六

廿
月

九
銀

の
貫

い
引

し
差

を
れ

入
元

の
匁

で
の

も
た

り
残

引
銀

は
貫

の
数

月
入

借
。

る
あ

で
匁

久
文

ら
か

月
年

月
。

る
れ

さ
定

推
と

日
）

日
八

廿
月

二
十

の
数

月
入

借
、

が
る

あ
と

久
文

ら
か

月
年

月
。

る
れ

さ
定

推
と

日
）

し
致

一
に

共
が

高
銀

計
合

は
で

こ
こ

、
が

い
な

い
て

し
示

を
値

数
算

計
の

々
各

。
た

）
記

は
高

金
計

合
は

に
料

史
こ
こ

、
が

い
な

い
て

れ
さ

た
し

示
を

値
数

算
計

は
で

所
出

。
本

森
］

簿
金

貸
年

五
保

天
年

三
治

明
研

史
業

商
学

大
業

商
阪

大
授

教
三

慶
古

佐
蔵

所
所

究
書

文
集

収
。

成
作

り
よ

）］
屋

江
近



で
計
算
さ
れ
て
お
り
、
大
阪
府
が
藩
債
調
査
に
着
手
す
る
明
治
四
年
一
一
月
（

）
ま
で

の
利
銀
高
が
計
算
さ
れ
て
い
る
。
二
回
の

元
入
れ
銀
高

に
つ
い
て
も
利
銀
高

を
計
算
し
近
江
屋
の
未
収
の

利
銀
高

よ
り
差
し
引
い
て
い
る
。

四

盛
岡
藩

蔵
元
業
務
の
引
き
受
け
と
そ
の
展
開

盛
岡
藩
に
つ
い
て
は
表

に
お
い
て
も
、

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

の

残
高
（
全
容
）

は
銀
七
一
七
四
貫
三
八
一
匁
余
・
金
八
五

両
、

利
息
高

は
銀
二
四
四
五
貫
一
七
九
匁
余
・
金
五
一

両
と
あ
り
、
近
江
屋
の
銀
債
権
全
体

で
は
、
額
が

残
高
（
全
容
）

・

利
息
高

共
に
最
多
で
あ
る
。
そ
れ
に
、

残
高
（
全
容
）

に
つ
い
て
は

貸
上
金
之
義
者
元
治
二
丑
年
九
月

慶
応
四

辰
年
迄
四
ヶ
年
間
ニ
銀
四
千
七
百
貫
目
余
貸
上
ニ
相
成
（

）

と
あ
り
、
そ
の
過
半
に

当
た
る
銀
四
七

貫
目
余
が
慶
応
期
の
四
年
間
に
形
成
さ
れ
た
。

盛
岡
藩
の
蔵
元
業
務
は
鴻
池
屋
伊
助
ら
を
扱
っ
た
研
究
が
多
く

（

）
、
そ
の
後
任
で

あ
る
近
江
屋
猶
之
助
を
扱
う
も
の
は
無
い
。
森
本
家
近
江
屋
側
に
も
個
別
の
史
料

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

留
帳

諸
書
留

に
若
干
散
見
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
ま

ず
、
近
江
屋
が
蔵
元
引
き
受
け
た
史
料
を
示
す
。

﹇
史
料

（

）
﹈

安
政
三
辰
年
三
月
廿
七
日
四
ツ
半
時
、
西

御
役
所
地
方
江
罷
出
候
処
、
南

部
御
屋
敷
蔵
元
先
役
退
候
者
共
与
今
般
相
勤
中
候
其
方
与
打
合
、
明
廿
八
日

御
届
罷
出
候
様
被
仰
付
候
ニ
付
、
廿
八
日
先
役
ト
打
合
罷
出
張
判
も
相
済
、

盛
岡
御
屋
敷
留
帳
へ
写
置
申
候
事
、

尤
先
達
御
屋
敷

蔵
元
之
御
届
有
之
候
ニ
付
、

三
月
廿
八
日
事
済
也

﹇
史
料

﹈
で
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
三
月
二
七
日
に
大
坂
町
奉
行
所
西

御
役
所
で
盛
岡
藩
の
前
任
の
蔵
元
と
後
任
の
近
江
屋
が
打
合
せ
た
。
盛
岡
藩
の
蔵

屋
敷
か
ら
も
蔵
元
の
事
で
届
け
出
が
あ
り
、
翌
二
八
日
に
は
近
江
屋
が
蔵
元
に

な
っ
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
先
役
を
退
い
た
者
は
、
後
の
﹇
史
料

﹈
か
ら
も
鴻
池

屋
伊
助
ら
と
見
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
近
江
屋
が
蔵
元
引
き
受
け
後
の
業
務

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

﹇
史
料

（

）
﹈

盛
岡
御
藩
之
義
者
、
天
保
度
諸
国
稀
成
凶
作
有
之
窮
民
御
救
用
御
頼
ニ
而
調

達
相
嵩
、
其
後
奥
州
尾
去
沢
御
銅
山
仕
入
金
依
御
頼
凡
七
・
八
ヶ
年
之
間
相

勤
、
其
外
連
年
非
常
用
調
達
等
ニ
而
、
残
多
分
之
貸
上
ニ
相
成
、

﹇
史
料

﹈
で
は
、
天
保
の
飢
饉
の
影
響
に
よ
る
窮
民
御
救
用
を
頼
ま
れ
、
そ

の
後
、
尾
去
沢
御
銅
山
仕
入
金
を
頼
ま
れ
凡
そ
七
・
八
年
そ
れ
を
勤
め
た
。
他

に
、
連
年
非
常
用
調
達
や
、

京
都
御
警
固
御
用
途
（

）

の
資
金
貸
付
け
も
あ
り
、

全
体
の
残
銀
高
も
多
い
と
述
べ
て
い
る
。
他
に
も
、
安
政
六
年
に
八
戸
藩
か
ら
も

近
江
屋
へ
蔵
元
の
頼
談
が
あ
り
、
次
に
そ
の
史
料
を
示
す
。

﹇
史
料
（

）
﹈

約
定
一
札

一
、
今
般
其
御
国
元
御
領
分
諸
御
産
物
品
ニ
就
御
弁
利
当
所
江
御
積
廻
り
ニ
相

成
、
右
ニ
付
御
蔵
元
可
相
勤
様
高
沢
孝
兵
衛
殿
・
尼
崎
屋
市
兵
衛
殿
を
以

御
内
許
有
之
候
処
、
私
店
方
不
人
数
ニ
而
御
用
相
勤
候
儀
行
届
不
申
、
右

ニ
付
御
蔵
元
之
儀
者
御
断
奉
申
上
候
所
、
御
産
物
売
捌
代
銀
御
預
被
成
方

近江屋猶之助両替店の大名貸史料



無
之
、
依
而
右
集
銀
店
方
江
預
り
置
候
而
江
戸
為
替
等
之
取
斗
可
仕
候

様
、
猶
亦
御
頼
談
御
座
候
ニ
付
、
此
段
御
請
申
上
候
、
已
来
御
諸
事
之
儀

者
右
両
人
を
以
可
申
上
候
、
尤
御
産
物
御
売
払
之
節
店
方
名
前
掛
届
之
札

御
掛
之
儀
も
御
断
奉
申
上
候
、
為
後
日
約
定
一
札
仍
而
如
件
、

安
政
六
未
年
十
二
月

近
江
屋
猶
之
助
代

嘉
助

八
戸
様
御
産
物
方

奥
寺
武
八
様

﹇
史
料

﹈
で
は
、
近
江
屋
は
八
戸
藩
よ
り
も
蔵
元
を
頼
ま
れ
た
。
高
沢
孝
兵

衛
・
尼
崎
屋
市
兵
衛
は
引
き
受
け
た
が
、
近
江
屋
は
店
方
不
人
数
を
理
由
に
断

る
。
し
か
し
、
八
戸
藩
で
は
産
物
売
捌
き
代
銀
を
預
か
る
掛
屋
業
務
を
行
う
者
が

い
な
い
た
め
、
集
銀
し
て
店
方
で
預
か
り
江
戸
為
替
を
組
ん
で
く
れ
る
よ
う
近
江

屋
へ
再
び
頼
談
し
て
、
近
江
屋
も
そ
れ
を
引
き
受
け
た
。
た
だ
、
産
物
売
捌
き
時

に
店
方
名
前
の
掛
届
に
つ
い
て
は
断
っ
て
い
る
。
こ
の
史
料
以
外
に
は
、
八
戸
藩

と
近
江
屋
の
関
係
を
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
後
の
関
係
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
。

次
に
、
盛
岡
藩
か
ら
先
の

京
都
御
警
固
御
用
途

後
の
近
江
屋
へ
の
扶
持
方

の
史
料
を
次
に
示
す
。

﹇
史
料

（

）
﹈

十
人
扶
持
者
兼
々
勝
手
用
向
格
別
深
切
ニ
弁
給
、
且
此
度
上
京
ニ
付
而
者
不

一
方
出
金
給
万
端
都
合
能
満
足
被
致
候
、
依
之
兼
而
被
贈
来
候
二
十
人
扶
持

江
十
人
扶
持
相
増
、
都
合
三
十
人
扶
持
方
料
年
々
被
相
贈
候
者
也
、

南
部
美
濃
守
内

文
久
三
亥
年
十
二
月

松
岡
錬
治

印

今
渕
定
蔵

印

森
本
半
左
衛
門
殿

﹇
史
料

﹈
で
は
、
十
人
扶
持
は
勝
手
用
向
を
扱
っ
た
時
に
与
え
ら
れ
た
。
文

久
三
年
（
一
八
六
三
）
一
二
月
に
は
上
京
に
際
し
て
出
金
に
応
じ
た
こ
と
で
二
十

人
扶
持
か
ら
三
十
人
扶
持
へ
と
増
や
さ
れ
た
（

）
。
盛
岡
藩
領
内
に
近
江
屋
の
知
行
高

の
存
在
も
確
認
で
き
、

御
家
中
並
大
坂
居
住

森
本
楢
（
猶
）
之
助
に
対
し
、

五
戸
通
村
々
ニ
て
新
田
・
畑
返
開
発
御
取
行
被
成
候

と
い
う
事
情
で
、

五

戸
通
相
坂
村
・
犬
落
瀬
村
知
行
高
之
内
、
御
用
地
ニ
御
取
上
被
成
、
追
て
御
改
之

上
替
地
被
下
置

と
い
う
御
用
状
が
目
付
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
（

）
。

ま
た
、
盛
岡
藩
は
熊
野
三
山
貸
付
金
か
ら
の
借
入
れ
が
焦
げ
付
き
、
蔵
元
へ
影

響
が
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
尊
勝
院
文
書
に

大
坂
貸
付
所
ニ
而
も
南
部
津
軽

三
万
両
餘
貸
付

け
て
お
り
、
元
利
共
に
返
納
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

其

儘
に
差
置
候
て
は
鴻
伊
初
め
銀
主
ハ
江
戸
堀
貸
付
所
ニ
あ
い
そ
を
つ
か
し
に
げ
出

し
可
申
候

と
あ
り
、
鴻
池
屋
伊
助
ら
銀
主
は
江
戸
堀
貸
付
所
に
愛
想
を
つ
か
し

逃
げ
出
す
の
で
は
と
述
べ
て
い
る
（

）
。

大
阪
熊
野
三
山
貸
附
金
高
内
訳

に
は
奥

州
盛
岡
南
部
信
濃
守
へ
の
貸
付
高
が
文
久
二
戌
年
十
二
月
元
で
銀
四
二
八
九
貫
目

（
利
足
年
三
朱
）
と
あ
る

（

）
。
そ
の
よ
う
な
熊
野
三
山
貸
付
金
と
の
関
係
を
示
す
史

料
が
記
さ
れ
て
い
る
。

﹇
史
料

（

）
﹈

乍
恐
口
上

一
、
紀
州
三
山
御
銀
南
部
蔵
屋
鋪
借
用
仕
、
右
ニ
付
同
国
大
豆
切
手
引
当
ニ
差

入
御
座
候
趣
之
処
、
返
納
延
引
ニ
付
当
時
私
蔵
元
之
廉
ヲ
以
御
召
出
之
上

右
切
手
始
末
御
尋
ニ
御
座
候
、
然
ル
所
右
大
豆
切
手
一
条
者
私
存
知
不
申



候
義
ニ
付
、
何
卒
先
蔵
元
今
橋
二
丁
目
鴻
池
屋
伊
助
御
召
出
之
上
、
右
始

末
御
尋
被
為
成
下
候
様
乍
恐
奉
願
上
候
、
右
御
聞
済
被
為
成
下
候
ハ

難

有
奉
存
候
、
以
上
、

元
治
二
丑
年
正
月
十
三
日

南
部
美
濃
守
殿
蔵
元

北
久
太
郎
町
三
丁
目

近
江
屋
猶
之
助

代
判
卯
八

実
印

御
奉
行
様

病
気
ニ
付
代
文
助

印

﹇
史
料

﹈
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
正
月
一

三
日
に
蔵
元
と
し
て
大
坂
町
奉
行
所
へ

乍
恐
口
上

を
出
し
た
。
南
部
藩
蔵
屋

敷
が
大
豆
切
手
を
引
当
に
紀
州
三
山
御
銀
を
借
用
し
た
が
、
返
納
延
引
に
よ
り
訴

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
奉
行
所
で
は
、
近
江
屋
猶
之
助
が
当
時
の
蔵
元
の
た
め

切
手
の
始
末
を
尋
ね
た
が
、
近
江
屋
は
前
任
の
蔵
元
鴻
池
屋
伊
助
へ
事
情
を
尋
ね

る
よ
う
奉
行
所
へ
願
い
出
て
い
る
。

奥
州
尾
去
沢
銅
山
仕
入
金
の
融
資

近
江
屋
で
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
盛
岡
藩
か
ら
尾
去
沢
銅
山
仕
入
金
の
関
係
業

務
も
七
・
八
年
勤
め
た
。
し
か
し
、
近
江
屋
側
に
は
尾
去
沢
銅
山
仕
入
金
の
貸
付

け
に
関
係
す
る
経
緯
や
実
態
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
（

）
。

尾
去
沢
銅
山
は
天
保
初
の
頃
よ
り
衰
頽
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
最
大
理
由
は
仕

送
金
の
遅
滞
で
あ
っ
た
。
嘉
永
初
の
頃
に
藩
の
頼
み
は
大
坂
の
鴻
池
屋
伊
助
だ
っ

た
が
、
永
年
の
貸
付
が
嵩
む
ば
か
り
で
銅
山
仕
送
り
に
消
極
的
で
あ
っ
た

（

）
。
安
政

六
年
（
一
八
五
九
）
に
は
、
そ
れ
ま
で
資
金
援
助
を
し
て
き
た
鴻
池
屋
伊
助
に
代

わ
り
近
江
屋
猶
之
助
・
飯
田
嘉
助
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
年
八
月
に
は

勘
定
奉
行
銅
山
懸
り
神
右
内
が
近
江
屋
猶
之
助
支
配
人
次
助

（

）
・
菱
屋
嘉
助
代
喜
助

を
伴
い
尾
去
沢
へ
登
山
し
た
（

）
。
そ
こ
に
は
藩
が

大
坂
御
屋
敷
に
て
前
々
御
借
財

の
内
、
諸
名
目
御
借
入
多
く
口
々
御
返
済
方
難
渋
の
処
、
御
蔵
元
に
て
深
切
の
取

扱
を
以
、
御
銅
山
御
下
金
の
外
不
少
出
金
被
致
候
に
付
て
は
、
御
増
金
の
儀
御
頼

談
も
如
何
に
付
、
一
と
先
山
元
見
分
の
儀
御
頼
被
成
候
処
、
支
配
人
次
助
被
差
下

御
同
道
御
座
候

（

）

と
あ
り
、
大
坂
の
蔵
屋
敷
で
の
借
入
金
の
内
、
諸
名
目
で
の
借

り
入
れ
も
多
く
そ
の
返
済
は
難
渋
し
て
い
る
。
蔵
元
取
扱
で
の
銅
山
御
下
金
の
出

金
は
、
増
額
を
頼
む
に
し
て
も
、
先
に
銅
山
を
見
分
し
て
も
ら
お
う
と
次
助
を
差

し
下
し
同
道
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
文
久
元
年
三
月
段
階
で
は
大
坂
御
下
し
御
仕
入
金
が
不
足
勝
ち
で

御
山
内
や
村
々
へ
の
御
払
い
が
滞
り
迷
惑
を
か
け
て
い
た
状
態
だ
っ
た

（

）
。
表

で

は
、
こ
の
時
期
の
尾
去
沢
銅
山
か
ら
の

粗
銅

が
、
安
政
五
年
に
六
八
万
斤
を

生
産
し
て
以
降
は
（
五

万
斤
台
も
三
年
見
ら
れ
る
が
）
生
産
高
が
高
く
な
り
、

元
治

慶
応
期
に
は
六
九
万

一

八
万
斤
と
高
い
生
産
高
に
至
っ
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
生
産
高
増
加
の
背
景
に
は
近
江
屋
か
ら
の
資
金
も
大
き
く
関

係
し
て
い
る
と
見
て
差
し
支
え
は
な
い
だ
ろ
う
。

近
江
屋
か
ら
藩
へ
の
尾
去
沢
銅
山
仕
入
金
の
詳
細
な
貸
付
額
は
不
明
だ
が
、

﹇
史
料

﹈

か
ら
判
断
し
て
表

に
お
け
る

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

の

残
銀
高
・
残
金
高

の
相
当
割
合
を
占
め
た
と
判
断
で
き
る
。
そ
の
一
端
を

示
す
史
料
と
し
て
、
尾
去
沢
銅
山
仕
入
金
の
銅
山
為
替
手
形
を
示
す
。

近江屋猶之助両替店の大名貸史料



﹇
史
料
（

）
﹈

四
月
廿
四
日
飛
脚
市
兵
衛
便
ヲ
以
、
御
銅
山
為
替
手
形
京
井
善
渡
江
為
差
登

候
ニ
付
留
置
申
候
、

覚

一
、
金
千
三
百
両
也

右
者
近
江
屋
猶
之
助
殿
下
し
金
慥
ニ
請
取
申
候
、
奥
州
盛
岡
鍵
屋
茂
兵
衛
殿

方
江
無
相
違
相
達
可
申
候
、
以
上
、

元
治
元
甲
子
年
五
月
七
日

井
筒
屋
善
右
衛
門

近
江
屋
九
郎
三
郎
殿

（
後
略
）

こ
の
銅
山
為
替
手
形
は
合
計
で
六
枚
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
枚
の
内
訳
を
述

べ
る
と
、
全
て
元
治
元
年
で
、

こ
の
五
月
七
日
の
一
三

両
、

六
月
五
日

の
九

両
、

七
月
五
日
の
二

両
、

九
月
五
日
の
一

両
（
但

し
八
月
分
・
九
月
分
）、

一

月
六
日
の
八

両
、

一
一
月
五
日
の
一
三

両
で
、
合
計
金
七
三

両
で
あ
る
。

こ
の
金
七
三

両
に
つ
い
て
、
元
治
元
年
時
の
大
坂
金
相
場
で
換
算
さ
れ
た

銀
額
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
金
一
両
を
銀
九
一
匁
（

）
で
換
算
す
る
と
銀
六
六

四
貫
三

目
な
る
。
ま
た
、
各
手
形
の
日
付
の
大
坂
金
相
場
（

）
を
平
均
す
る
と
銀

九
二
・
三
九
匁
に
な
り
、
こ
れ
で
換
算
す
る
と
銀
六
七
四
貫
四
四
七
匁
に
な
る
。

各
手
形
の
日
付
の
金
相
場
に
各
手
形
の
金
額
で
換
算

（

）
し
た
合
計
は
銀
六
七

貫
六

一
匁
に
な
る
。
こ
の
一
例
か
ら
の
み
の
考
察
だ
が
、
以
上
の
計
算
例
か
ら
み
て
も

何
れ
も
銀
六
六

六
七

貫
目
台
に
な
り
、
尾
去
沢
銅
山
仕
入
金
の
貸
付
額
の

一
端
が
窺
い
知
れ
よ
う
。

大
坂
か
ら
盛
岡
へ
の
御
銅
山
御
下
金
の
為
替
手
形
で
の
送
金
経
路
は
、
大
坂
近

江
屋
猶
之
助
か
ら
京
都
の
両
替
商
で
近
江
屋
猶
之
助
の
親
類
近
江
屋
九
郎
三
郎

（

）
へ

送
金
さ
れ
、
京
都
井
筒
屋
善
右
衛
門
店
で
為
替
手
形
が
作
ら
れ
、
盛
岡
の
井
筒
店

年次
鉱 石 粗 銅

（単位 貫） （キログラム換算） （単位 斤） （キログラム換算）

安政

安政

安政

安政

安政

安政

万延元

文久元

文久

文久

元治元

慶応元

慶応

慶応

明治元

出所 麓三郎 尾去沢・白根鉱山史 近世銅鉱業史の研究 勁草書房， ，

頁。

表 尾去沢鉱山産銅表



か
ら
鍵
屋
茂
兵
衛
（

）
へ
と
現
金
が
渡
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
近
江
屋
は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
な
る
と
、
尾
去
沢
銅
山
仕
入

金
の
融
資
を
渋
り
、
や
が
て
蔵
元
を
辞
退
す
る
動
き
へ
と
変
え
て
い
く
。
尾
去
沢

銅
山
の
御
銅
山
御
日
払
役
阿
部
恭
助
の
日
記
（
同
年
一
一
月
二
七
日
）
に
は

当

年
大
坂
為
御
登
御
用
銅
不
少
御
減
少
ニ
付
、
御
蔵
元
気
請
も
甚
不
宜
、
当
御
下
金

は
勿
論
明
年
御
同
割
金
も
一
圓
御
目
当
無
之
（

）

と
あ
る
。
慶
応
二
年
に
大
坂
へ
の

御
用
銅
廻
高
が
減
少
し
た
た
め
、
蔵
元
の
気
請
け
が
甚
だ
悪
く
、
今
後
の
御
下
金

等
に
つ
い
て
は
目
当
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
表

で
も
慶
応
二
年
は

鉱
石
・

粗
銅

共
に
生
産
高
が
減
少
し
、

粗
銅

は
六
九
万
斤
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
近
江
屋
が
蔵
元
を
辞
退
す
る
過
程
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

﹇
史
料

（

）
﹈

先
年
大
坂
北
久
太
郎
町
、
元
半
左
衛
門

後
ニ
忰
譲
、
近
江
屋
猶
之
介
殿
南
部
様
大
坂
蔵
元

相
勤
候
砌
尾
去
澤
銅
山
へ
仕
入
金
壱
ヶ
年
四
万
両
程
月
割
ニ
シ
テ
下
し
金
有

之
処
、
遠
路
正
金
指
下
し
国
着
之
返
書
参
り
不
申
候
内
者
甚
々
心
配
ニ
御
座

候
間
、
双
方
弁
利
ニ
モ
相
成
可
申
、
大
坂
為
登
金
於
盛
岡
相
納
為
換
取
組
呉

候
様
仲
人
菱
屋
勘
介
殿
ヲ
以
テ
頼
談
ニ
付
為
換
取
組
、
月
々
於
大
坂
代
り
金

請
取
罷
在
候
処
、
去
ル
寅
年
春
蔵
元
之
義
猶
之
助
殿
ヨ
リ
屋
敷
江
御
断
申
候

趣
ニ
テ
為
換
金
相
渡
不
申
、
夫
ト
モ
不
存
国
元
ニ
テ
ハ
月
々
相
納
我
等
罷
登

り
及
引
合
候
処
、
一
向
取
合
不
申
、
無
拠
屋
鋪
江
掛
り
御
談
合
申
候
所
、
近

月
之
内
銅
廻
着
次
第
相
渡
可
申
候
間
、
暫
之
内
滞
阪
可
致
之
旨
被
申
達
無
拠

相
控
居
候
処
、
追
々
着
銅
ニ
相
成
候
得
共
、
其
訳
此
訳
ト
被
申
、
其
年
漸
々

半
金
程
モ
下
ケ
被
渡
候
ハ
、
禍
之
種
与
相
成
大
金
貸
上
ケ
ニ
相
成
申
候
、
仍

而
貸
上
金
何
ト
カ
シ
テ
相
下
ケ
申
度
、
色
々
致
心
配
、
自
然
ト
蔵
元
同
様
ニ

相
成
、
銅
山
仕
入
金
丸
而
我
等
ヨ
リ
致
出
金
、
於
国
元
銅
請
取
可
申
之
約
定

ニ
相
成
居
候
、（
後
略
）

﹇
史
料

﹈
の
主
な
内
容
は
次
の
四
点
に
な
る
。

近
江
屋
猶
之
助
が
盛
岡
藩

の
大
坂
蔵
元
を
勤
め
て
い
た
時
、
尾
去
沢
銅
山
仕
入
金
を
年
四
万
両
程
月
割
に
し

て
下
し
て
い
た
、

近
江
屋
は
遠
路
の
正
金
差
し
下
し
の
た
め
国
着
の
返
書
が
来

な
い
内
は
心
配
で
あ
る
。
そ
の
た
め
双
方
の
弁
利
を
考
え
、
大
坂
へ
の
登
せ
金
は

盛
岡
で
納
め
て
鍵
屋
が
為
替
を
取
り
組
む
よ
う
、
仲
人
菱
屋
勘
助
か
ら
頼
談
が
あ

り
、
為
替
を
取
り
組
み
大
坂
で
月
々
の
代
り
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
、

慶
応
二

寅
年
春
に
近
江
屋
は
御
断
り
を
蔵
屋
敷
へ
入
れ
た
た
め
為
替
金
は
渡
さ
れ
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
と
も
知
ら
ず
国
元
で
は
月
々
納
金
を
行
い
、
鍵
屋
は
大
坂
で
引
き

合
わ
せ
に
及
ぶ
が
近
江
屋
で
は
取
合
わ
ず
、
蔵
屋
敷
へ
相
談
し
た
。

鍵
屋
は
在

坂
し
て
い
た
が
、
銅
が
着
い
て
も
鍵
屋
が
出
金
し
な
け
れ
ば
禍
の
種
に
な
る
た
め

藩
へ
貸
付
け
を
行
い
、
蔵
元
同
様
に
な
り
、
尾
去
沢
銅
山
仕
入
金
も
出
金
し
て
国

元
で
銅
を
受
け
取
る
約
定
に
な
っ
た
。

そ
し
て
つ
い
に
、
藩
は

御
勝
手
向
御
差
支
、
大
阪
御
蔵
元
出
金
無
之
ニ
付

の
た
め
鍵
屋
に
尾
去
沢
銅
山
の
経
営
委
任
し
た

遺
証
文

を
明
治
元
年
（
一
八

六
八
）
一
一
月
に
出
し
た
（

）
。
他
方
、
近
江
屋
は
明
治
以
降
、
盛
岡
藩
の

御
返
済

追
々
御
延
滞
ニ
而
手
元
不
如
意
（

）

に
陥
る
。
明
治
政
府
に
よ
る
藩
債
処
分
と
盛
岡

藩
債
の
問
題
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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お
わ
り
に
か
え
て

最
後
に
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
、
限
ら
れ
た
条
件
の
下
で
は
あ
る
が
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

史
料
の
考
察
か
ら
近
江
屋
は
、
伊
勢
亀
山
藩
の
事
例
（
領
内
で
の
講
の
催
す
こ

と
へ
の
勧
告
、
立
可
講
も
加
え
た
藩
財
政
運
営
）
や
森
藩
で
の
事
例
の
よ
う
に
、

藩
財
政
の
再
建
計
画
に
対
し
て
積
極
的
な
関
与
と
指
導
を
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。

し
か
し
、
森
藩
で
は
日
野
屋
又
右
衛
門
か
ら
、
盛
岡
藩
で
は
鴻
池
屋
伊
助
か
ら

近
江
屋
へ
蔵
元
業
務
が
引
き
継
が
れ
た
も
の
も
見
出
す
こ
と
で
き
る
。
史
料
の
考

察
か
ら
も
、
こ
れ
ら
藩
へ
の
大
名
貸
が
決
し
て
有
利
な
条
件
で
展
開
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
つ
い
に
は
近
江
屋
側
か
ら
藩
と
の
関
係
を
辞
退
す
る
に
至
る
も
の
も

見
ら
れ
る
。
特
に
盛
岡
藩
の
場
合
で
は
、
近
江
屋
猶
之
助
は
鴻
池
屋
伊
助
の
後
任

で
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
盛
岡
藩
の
蔵
元
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
に
は
尾
去
沢
銅
山
仕
入
金
を
中
心
と
す
る
急
激
な
貸
付
け
を
藩
に

対
し
て
辞
退
を
申
し
出
る
有
様
だ
っ
た
。
そ
の
後
は
、
近
江
屋
の
代
わ
り
に
、
蔵

元
代
行
の
形
か
ら
始
ま
っ
た
鍵
屋
茂
兵
衛
が
本
格
的
に
尾
去
沢
銅
山
の
経
営
に
関

与
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ
の
事
が
、
結
果
と
し
て
明
治
初
期
に
尾
去
沢
銅
山
を

め
ぐ
る
疑
獄
事
件
へ
と
発
展
し
た
。
尾
去
沢
銅
山
を
め
ぐ
る
疑
獄
事
件
発
生
の
遠

因
の
一
つ
に
は
、
慶
応
二
年
に
近
江
屋
が
突
然
に
蔵
元
辞
退
を
し
た
と
い
う
要
因

も
含
ま
れ
て
い
る
。

明
治
政
府
に
よ
る
藩
債
処
分
時
に
、
近
江
屋
で
の
書
類
作
成
の
流
れ
は
残
存
す

る
史
料
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
森
藩
の

﹇
貸
金
簿
﹈
森
本

・
金
沢

藩
の

加
州
金
沢
藩

貸
附
証
文
之
写

（
基
本
と
な
る
証
文
等
）

旧
諸

藩
・
御
証
札
員
数
目
録

初
戻
り

（
残
高
や
利
息
高
と
い
う
藩
債
全
体
額
の
算

出
）

証
券
覚
日
記
（
森
本
店
）

と

﹇
旧
公
債
五
十
ヶ
年
賦
証
券
内
訳
﹈

（
旧
公
債
採
用
分
関
係
）
・

旧
公
債
五
十
ケ
年
証
券
番
号
仮
控

と

新
証
券

覚
書

（
新
・
旧
公
債
に
関
係
）、
と
い
う
一
連
の
流
れ
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
森
藩
の

﹇
貸
金
簿
﹈
森
本

の
証
文
等
の
殆
ど
が
、
明
治
政
府
の
藩
債
処

分
で
は
旧
公
債
に
該
当
す
る
時
期
の
も
の
だ
が
、
旧
公
債
へ
の
採
用
の
低
さ
に
も

気
づ
か
さ
れ
る
。

森
本
家
近
江
屋
に
つ
い
て
は
史
料
的
制
約
も
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
詳
細
な
考
察

は
限
界
が
あ
る
。
た
だ
、
近
江
屋
の
経
営
は
幕
府
の
御
用
を
数
多
く
引
き
受
け
て

お
り
、
幕
府
の
御
用
に
高
く
依
存
す
る
こ
と
で
経
営
を
拡
大
し
た
両
替
商
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
反
面
で
、
決
し
て
有
利
な
条
件
と
は
言
え
な
い
藩
の
大

名
貸
を
引
き
受
け
藩
財
政
再
建
策
を
試
み
る
も
、
幕
府
か
ら
の
課
役
等
に
よ
り
藩

財
政
再
建
策
が
失
敗
し
て
い
く
と
い
う
矛
盾
に
悩
ま
さ
れ
る
立
場
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

鴻
池
善
右
衛
門
家
文
書
の

土
州
掛
合
控

越
州
掛
合
控

の
中
に
は
、
近

江
屋
富
太
郎
・
半
左
衛
門
・
猶
之
助
の
代
々
や
近
江
屋
半
三
郎
が
組
合
の
一
員
と

し
て
大
名
家
へ
の
貸
出
し
た
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。
鴻
池
家
文
書
側
か
ら
の
分

析
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。



近江屋猶之助両替店の大名貸史料

註（

）

近
江
屋
猶
之
助
家
族
調

（
嘉
永
年
間
﹇
三
井
文
庫
所
蔵

続
六
二
六

一

﹈。

（

）
こ
の
文
書
の
収
集
は
、
古
書
関
係
で
、
松
坂
屋
で
入
手
し
た
と
あ
る
（

大
阪
商

業
大
学
商
業
史
研
究
所
資
料
目
録

第
一
集

一
九
九
二
年
、
九
四
頁
）。

（

）
近
世
に
お
け
る
近
江
屋
猶
之
助
両
替
店
の
大
名
貸
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
別
稿

近
江
屋
猶
之
助
両
替
店
の
大
名
貸

旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録

と

証

券
覚
日
記

の
分
析

（
近
刊
）
を
準
備
し
て
い
る
。

（

）

亀
山
御
屋
鋪
要
用
仮
留

森
本

（
安
政
五
年
﹇
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
研
究

所
所
蔵

佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書

近
江
屋
﹈
以
下
近
江
屋
森
本
家
文
書
と
記

す
）。

（

）

加
州
金
沢
藩

貸
附
証
文
之
写

（
明
治
元
年

二
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文

書
﹈）。

（

）
残
元
金
一

七
八
両
一
分
三
朱
は
表

の

証
券
覚
日
記

に
な
い
と
こ
ろ
か

ら
、
新
公
債
へ
採
用
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

（

）
森
藩
財
政
の
研
究
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
上
米
に
つ
い
て
は
文
化
八
年
・
文
政

元
年
・
文
政
七
年
・
天
保
元
年
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
野
口
喜
久
雄

豊
後
国

森
藩
の
上
米
に
つ
い
て

大
分
県
地
方
史
（
六
八
号
）

一
九
七
三
年
）。
借
財
に

つ
い
て
は
、
藩
の
史
料
か
ら
は
在
町
領
民
か
ら
の
献
金
、
大
坂
商
人
か
ら
の
借

財
、
幕
府
（
幕
府
当
局
・
石
見
銀
山
・
日
田
の
西
国
郡
代
）
か
ら
の
借
入
れ
、
南

都
大
仏
殿
祠
堂
銭
か
ら
の
借
入
れ
を
明
ら
か
に
し
、
日
田
商
人
の
史
料
か
ら
も
借

財
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
野
口
喜
久
雄

豊
後
国
森
藩
の
借
財
に
つ
い
て

大
分
県
地
方
史
（
六
九
号
）

一
九
七
四
年
）。

大
分
県
史
（
近
世
篇

）
（
一

九
八
三
年
）
や

玖
珠
町
史
（
上
巻
）
（
二

一
年
）
で
も
森
藩
や
旗
本
久
留

島
氏
財
政
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
他
方
、
森
藩
財
政
を
支
え
た
鶴
見
村

産
の
明
礬
や
他
の
特
産
物
に
つ
い
て
は
、
武
野
要
子

森
の
明
ば
ん

日
本
産
業

史
体
系

九
州
地
方
篇

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六

年
）、
野
口
喜
久
雄

豊
後
国
森
藩
の
生
産
と
流
通
の
統
制

大
分
県
地
方
史
（
七

号
）

一
九
七

三
年
、
佐
藤
暁

豊
後
明
礬

特
に
鶴
見
明
礬
に
つ
い
て

玖
珠
郡
史
談
（
一

八
号
）

一
九
八
七
年
、
入
江
秀
利

豊
後
明
礬
考
（
一
・
二
）

別
府
史
談

（
五
・
六
号
）

一
九
九
一

一
九
九
二
年
、
殿
村
晋
一

江
戸
時
代
に
お
け
る
明

礬
の
生
産
と
流
通

専
修
大
学

商
学
研
究
年
報
（
二
六
号
）

二

一
年
、
な

ど
が
あ
る
。

（

）
旗
本
久
留
島
氏
は
、
知
行
石
高
二
五

石
で
豊
後
国
玖
珠
郡
岩
室
村
、
上
野

国
新
田
郡
・
邑
楽
郡
の
三
カ
村
、
下
野
国
芳
賀
郡
・
那
須
郡
・
簗
田
郡
の
六
カ
村

に
分
散
し
て
い
た
が
、
中
核
と
な
っ
た
の
は
豊
後
国
玖
珠
郡
岩
室
村
で
一

石
と
ま
と
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
旗
本
久
留
島
氏
も
天
保
期
ま
で
に
大
坂
の
銀

主
森
本
半
左
衛
門
へ
年
々
借
財
は
嵩
み
金
一
三

両
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
返

済
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
岩
室
村
の
年
貢
の
収
支
決
算
（
天
保
九
年
）
に
よ
る
と
、

米
大
坂
払
代
・
大
豆
地
払
代

・
小
物
成
の
収
入
銀
額
は
四
二
貫
九
三
・
二

八
匁
。
こ
の
内
、
江
戸
へ

飛
脚
便
為
登

が
銀
一
九
貫
五

四
・

六
三
匁
、

森
本
半
左
衛
門
方
へ
為
登

が
銀
一
九
貫
一
八
三
・
一
二
五
匁
で
あ
っ
た
。
ま

た
本
家
が
、
借
財
の
処
理
を
引
き
請
け
、
申
年
の
利
息
返
済
分
金
一
三

両
の
内

六
五
両
を
助
け
て
も
い
る
（

玖
珠
町
史
（
上
巻
）

二

一
年
、
四
一
七

四

二
八
頁
）。

（

）
野
口
喜
久
雄

豊
後
国
森
藩
の
借
財
に
つ
い
て

大
分
県
地
方
史

（
六
九

号
）
一
九
七
四
年
、
四

五
頁
。

（

）
野
口
喜
久
雄

豊
後
国
森
藩
の
借
財
に
つ
い
て

大
分
県
地
方
史

（
六
九

号
）
一
九
七
四
年
、
四
頁
。

玖
珠
町
史

（
上
巻
）
二

一
年
、
四
七
三

四

七
四
頁
。

（

）
野
口
喜
久
雄

豊
後
国
森
藩
の
上
米
に
つ
い
て

大
分
県
地
方
史

（
六
八

号
）
一
九
七
三
年
、
四
六

四
七
頁
。

（

）

玖
珠
町
史

（
上
巻
）
二

一
年
、
四
七
七

四
七
八
頁
。
野
口
喜
久
雄

豊
後
国
森
藩
の
借
財
に
つ
い
て

大
分
県
地
方
史

（
六
九
号
）
一
九
七
四

年
、
五
頁
。
甲
斐
素
純
・
竹
野
孝
一
郎

時
空
を
超
え
て

森
藩
誕
生
四

年

西
日
本
新
聞
社
、
二

五
年
、
一
二

一
二
五
頁
。
こ
の
財
政
改
革
で

は
、
こ
れ
ま
で
の
知
行
・
切
米
制
を
や
め
八
歳
以
上
の
家
族
人
数
に
応
じ
一
人
一

日
に
つ
き
五
合
を
支
給
す
る

面
扶
持
制

の
導
入
、
近
江
屋
の
提
案
通
り
一



年
間
毎
年
米
二

石
を
大
坂
廻
米
す
る

廻
米
仕
法

の
二
つ
が
柱
に
な
っ

て
い
る
。

（

）

玖
珠
町
史

（
上
巻
）
二

一
年
、
四
七
四
頁
。
野
口
喜
久
雄

豊
後
国
森

藩
の
借
財
に
つ
い
て

大
分
県
地
方
史

（
六
九
号
）
一
九
七
四
年
、
四
頁
。

（

）

玖
珠
町
史

（
上
巻
）
二

一
年
、
四
七
六
頁
・
四
七
八
頁
。

（

）

覚
﹇
扶
持
方
﹈
（
近
江
屋
森
本
家
文
書
）。
年
代
は

亥
六
月

と
あ
る
。

吹

直
金
銀
引
替
方
御
用
掛
覚

（
安
政
六
年
﹇
大
阪
大
学
経
済
史
経
営
史
資
料
室
所
蔵

鴻
池
善
右
衛
門
家
文
書
﹈）
に
よ
れ
ば
近
江
屋
半
左
衛
門
は
嘉
永
三
年
四
月
に
退
身

し
た
と
あ
り
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
と
推
定
さ
れ
る
。

（

）
野
口
喜
久
雄

豊
後
国
森
藩
の
生
産
と
流
通
の
統
制

大
分
県
地
方
史

（
七

号
）
一
九
七
三
年
、
二

三
頁
。

（

）
佐
藤
暁

豊
後
明
礬

特
に
鶴
見
明
礬
に
つ
い
て

玖
珠
郡
史
談

（
一
八

号
）
一
九
八
七
年
、
八

一
三
頁
。

玖
珠
町
史

（
上
巻
）
二

一
年
、
四
八

四

四
八
五
頁
。
野
口
喜
久
雄

豊
後
国
森
藩
の
生
産
と
流
通
の
統
制

大
分
県

地
方
史

（
七

号
）
一
九
七
三
年
、
六

一
一
頁
。

（

）
﹇
貸
金
簿
﹈
森
本

（
天
保
五
年

明
治
三
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈。

（

）

証
券
覚
日
記
（
森
本
店
）
（
明
治
六
年

八
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）。

（

）

諸
書
留

森
本

（
文
久
三
年

明
治
七
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）
所
収
の

乍
恐
奉
願
上
候
（
明
治
四
未
年
十
二
月
）
。

（

）

諸
書
留

森
本

（
文
久
三
年

明
治
七
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）
所
収
の

乍
恐
奉
願
上
候
（
明
治
五
申
年
八
月
）
。

（

）
信
用
通
貨
の
面
で
は
作
道
洋
太
郎

日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究

（
未
来
社
、
一

九
六
一
年
、
一

六

一
三
六
頁
）
及
び
、
吉
川
光
治

徳
川
封
建
経
済
の
貨
幣

的
機
構

（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
、
二
二
一

三

六
頁
）。
尾
去
沢

銅
山
と
の
関
連
で
は
麓
三
郎

尾
去
沢
・
白
根
鉱
山
史

（
勁
草
書
房
、
一
九
六
四

年
、
一
五
六

一
七
七
頁
）。

（

）

留
帳

森
本

（
嘉
永
三
年

文
久
三
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）。

（

）

諸
書
留

森
本

（
文
久
三
年

明
治
七
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）
所
収
の

乍
恐
奉
願
口
上
之
覚
（
申
﹇
明
治
五
年
﹈
七
月
）
。

（

）

諸
書
留

森
本

（
文
久
三
年

明
治
七
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）
所
収
の

奉
願
候
口
上
之
覚
（
明
治
五
年
九
月
）
。

（

）

留
帳

森
本

（
嘉
永
三
年

文
久
三
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）。

（

）
﹇
扶
持
方
﹈
（
文
久
三
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）。

（

）
こ
れ
を
前
任
の
鴻
池
系
の
蔵
元
と
比
較
す
る
史
料
と
し
て

御
達
書
（
扶
持
加

増
、
上
下
下
賜
）
（
天
保
八
年
二
月
﹇
鴻
池
家
文
書
盛
岡
藩
借
用
金
文
書

岩
手

県
立
博
物
館
所
蔵
﹈）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
鴻
池
彦
九
郎
に
は
二
人
扶
持
を
、
鴻

池
義
七
に
は
こ
れ
ま
で
の
四
人
扶
持
に
二
人
扶
持
を
加
え
都
合
六
人
扶
持
を
贈
る

と
あ
る
。
鴻
池
伊
助
に
は

紋
付
上
下

と

是
迄
相
贈
候
十
八
人
扶
持
、
十
六

人
扶
持
相
増
、
高
ニ
直
都
合
二
百
四
石
宛

を
贈
る
と
あ
る
。

（

）
岩
手
県
立
博
物
館
編

盛
岡
南
部
家
文
書
家
老
席
日
誌

覚
書

（
慶
応
編
）

東
洋
書
院
、
二

年
、
二
九
八

二
九
九
頁
（
慶
応
元
年
八
月
六
日
）。

（

）
児
玉
洋
一

改
訂
熊
野
三
山
経
済
史

有
斐
閣
、
一
九
四
一
年
、
三
八
八

三

九

頁
。

（

）
児
玉
洋
一

改
訂
熊
野
三
山
経
済
史

有
斐
閣
、
一
九
四
一
年
、
四
三
三

四

四
一
頁
。

（

）

諸
書
留

森
本

（
文
久
三
年

明
治
七
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）。

（

）

留
帳

森
本

（
嘉
永
三
年

文
久
三
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）
に
は
盛
岡

銅
関
係
の
史
料
一
点
が
記
さ
れ
て
お
り
内
容
は
次
の
通
り
に
な
る
。
天
保
一
四
年

（
一
八
四
三
）
閏
九
月
の

証
文
之
事

で
は
小
橋
屋
伊
之
助
が
盛
岡
銅
売
上
取

次
人
高
池
屋
栄
三
郎
へ
銀
五

貫
目
を
、
廻
銅
御
代
金
を
引
当
に
月
八
朱
（

・

八
％
）
で
翌
一
五
年
二
月
を
期
限
で
貸
付
け
た
が
、
返
済
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
後

に
銅
座
御
役
所
で
新
証
文
へ
切
り
替
え
ら
れ
た
。
そ
の
万
延
元
年
（
一
八
六

）

九
月
二
五
日
の

永
年
賦
証
文
表

で
は
元
利
合
計
の
銀
一
三

貫
四

目
は

万
延
元
年
よ
り
無
利
息
三

年
賦
と
な
り
年
に
銀
四
三
四
・
六
六
七
匁
ず
つ
返

済
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（

）

鹿
角
市
史

（
二
巻
上
）
一
九
八
六
年
、
六
七

頁
。

（

）

近
江
屋
猶
之
助
家
族
調

（
嘉
永
年
間
﹇
三
井
文
庫
所
蔵

続
六
二
六

一

﹈）
に
よ
れ
ば
、
店
に
い
る
八
人
の
日
勤
別
家
手
代
の
一
人
と
推
測
さ
れ
る
。



近江屋猶之助両替店の大名貸史料

（

）
麓
三
郎

尾
去
沢
・
白
根
鉱
山
史

勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
、
一
七
八
頁
。

他
に
、
元
治
元
年
九
月
二
四
日
に
も
大
坂
衆
森
本
猶
之
助
代
林
藤
助
と
飯
田
勘
助

代
三
輪
喜
助
が
尾
去
沢
銅
山
に
三
日
逗
留
し
た
と
あ
り
、
こ
の
時
に
近
江
屋
猶
之

助
は
桐
（
相
カ
）
坂
に
知
行
三

石
を
請
け
取
る
と
あ
る
（

阿
津
免
草
・
四

鹿
角
市
史
資
料
集
（
第
二
集
）

一
九
八

年
、
四
八

四
九
頁
）。

（

）
麓
三
郎

尾
去
沢
・
白
根
鉱
山
史

勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
、
一
七
八
頁
引

用
史
料
。

（

）

鹿
角
市
史

（
二
巻
上
）
一
九
八
六
年
、
六
七
一
頁
。

（

）

日
記
録

（
元
治
元
年

慶
応
二
年
﹇
盛
岡
市
先
人
記
念
館
所
蔵

鍵
屋
村
井

茂
兵
衛
家
文
書
﹈
以
下
鍵
屋
村
井
家
文
書
と
記
す
）
慶
応
元
年
四
月
二
十
五
日
。

（

）
新
保
博

近
世
の
物
価
と
経
済
発
展

東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
八
年
、
一

七
三
頁
に
よ
れ
ば
、
平
均
を
銀
九
一
匁
と
求
め
て
い
る
。

（

）
金
相
場
は
、

銀
八
五
・

二
匁
、

銀
八
三
・
九
九
匁
、

銀
八
六
・
二

匁
、

銀
九
五
・
九
五
匁
、

銀
九
七
・

八
匁
、

銀
一

六
・
一
匁
（
三
井

家
編

大
阪
金
銀
銭
并
為
替
日
々
相
場
表
（
巻
二
）

三
井
家
編
纂
室
、
一
九
一
九

年
、
八
六

八
七
五
頁
）。

（

）

銀
一
一

貫
五
二
六
匁
、

銀
七
五
貫
五
九
一
匁
、

銀
一
七
二
貫
四

目
、

銀
九
五
貫
九
五

目
、

銀
七
七
貫
六
六
四
匁
、

銀
一
三
七
貫
九
三

目
。

（

）
拙
稿

近
江
屋
猶
之
助
両
替
店
の
新
旧
金
銀
貨
引
き
替
え
と
金
座
下
買
役

史

友

（
三
八
号
）
青
山
学
院
大
学
、
二

六
年
、
四
五
頁
。

（

）
鍵
屋
茂
兵
衛
は
本
店
が
盛
岡
紺
屋
町
、
支
店
が
大
阪
淡
路
町
・
東
京
日
本
橋
小

網
町
・
仙
台
大
町
・
鹿
角
花
輪
町
に
あ
り
、
主
に
呉
服
太
物
を
卸
し
小
売
を
も
本

業
と
し
た
（

岩
手
県
史
（
第
七
巻
・
近
代
篇
二
）

一
九
六
二
年
、
四
二
八
頁
）。

（

）

阿
津
免
草
・
八

鹿
角
市
史
資
料
集

（
第
二
集
）
一
九
八

年
、
八
五
頁
。

（

）

第
五
号

茂
兵
衛
遺
書
之
写

（
作
成
年
未
詳
﹇
鍵
屋
村
井
家
文
書
﹈
袋
表
題

に
は

明
治
四
年
三
月

在
阪
茂
兵
衛
（
京
助
）
ヨ
リ
忠
兵
衛
宛
書
翰
写

盛
岡

藩
大
参
事
東
次
郎
氏
へ
上
書
シ
タ
ル
茂
兵
衛
意
見
書
写

と
あ
る
）。

（

）

岩
手
県
史

（
第
七
巻
・
近
代
篇
二
）
一
九
六
二
年
、
四
二
六

四
二
七
頁
。

（

）

諸
書
留

森
本

（
文
久
三
年

明
治
七
年
﹇
近
江
屋
森
本
家
文
書
﹈）
所
収
の

乍
恐
奉
願
口
上
之
覚
（
申
﹇
明
治
五
年
﹈
七
月
）
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
の
作
成
で
は
、
史
料
所
蔵
者
の
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
研
究
所
、
大
阪

大
学
経
済
史
経
営
史
資
料
室
、
財
団
法
人
三
井
文
庫
、
盛
岡
市
先
人
記
念
館
、
岩

手
県
立
博
物
館
に
心
よ
り
御
礼
申
上
げ
る
。
ま
た
、
図
書
閲
覧
で
は
秋
田
市
立
中

央
図
書
館
明
徳
館
に
心
よ
り
御
礼
申
上
げ
る
。



印

印

【
史
料
】

凡
例

一

本
史
料
は

大
阪
商
業
大
学
商
業
史
研
究
所
資
料
目
録

第
一
集
（
佐
古
慶

三
教
授
収
集
文
書
）
に
お
け
る
近
江
屋
の

﹇
貸
金
簿
﹈
森
本

（
天
保
五
年
二
月

明
治
三
年
十
月
﹇

﹈）
の
前
半
部
分
に
当
る
証
文
等
を
収
載
し
た
。

一

各
証
文
等
に
は
便
宜
上

か
ら

の
番
号
を
付
け
た
。
証
文
一
覧
は
論
文
本

文
中
の
表

に
示
し
た
。
最
後
の

の
番
号
は
証
文
の
合
計
額
を
表
し

て
い
る
。
但
し
、
証
文

・

・

は
原
史
料
で
は
抹
消
の
印
し
が
存
在
す
る

が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
ま
た
、
証
文

の
約
定
書
・
残
元
銀
・
此
利
銀
の
部

分
は
原
史
料
で
は
付
紙
に
な
っ
て
い
る
。

一

各
証
文
等
の
文
中
等
に
は
貼
紙
が
付
さ
れ
、
そ
の
下
に
も
記
述
が
認
め
ら
れ

る
も
の
も
あ
る
が
、
判
読
で
き
る
範
囲
で
採
録
し
た
。

一

漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
使
用
し
、
人
名
に
つ
い
て
は
原
文
通
り
と

し
た
。
合
字
の
内

は
、
そ
の
形
を
尊
重
し
た
。
読
点
に
つ
い
て
は
最
小
限
度
に

と
ど
め
た
。

一

原
文
を
二
段
組
で
印
刷
し
、
原
文
の
体
裁
は
お
お
む
ね
尊
重
し
た
。

原
文
に
あ
る
欠
字
は
こ
れ
を
存
し
た
。

一

校
訂
者
の
加
え
た
傍
注
は
（

）
を
施
し
た
。
尚
、
一
部
朱
書
は

で
文

字
を
指
定
し
た
。

付
紙
・
貼
紙
は

で
囲
み
、
右
肩
に
（
付
紙
）（
貼
紙
）
と
し
た
。

抹
消
・
改
変
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
次
の
よ
う
に
表
記
し
た
。

墨
書
に
よ
る
抹
消
で
、
該
当
字
が
判
読
可
能
な
も
の
。

例

御
参
勤府

付
紙
に
よ
る
抹
消

例

茂
兵
衛

（
付
紙
）治
兵
衛

森

借
用
申
証
文
之
事

割

印

一
、
金
三
千
両
也

五
十
年

（
朱

書
）

右
者
此
度
旦
那
春
参
向
之
院
使
御
馳
走
役
被
仰
付
、
右
入
用
金
子
之
儀
被
致

献
納
度
旨
被
申
出
候
得
共
、
其
儀
者
差
支
候
ニ
付
断
申
入
、
格
別
之
御
頼
談

を
以
借
用
申
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
当
午
年

来
夘
年
迄
十
ヶ
年
改
革

相

立
候
上
ニ
而
追
々
積
金
之
内
を
以
右
元
金
可
致
返
済
候
、
依
而
右
年
限
中
ハ

為
利
足
領
分
頭
成
米
現
名
二
百
四
拾
石
宛
年
々
可
差
進
候
、
為
後
日
一
札
如

件
、

天
保
五
甲
午
年
二
月

林
達
次
郎

印

薄
葉
弘
人

佐
々
木
金
之
丞

佐
久
間
渡
人

薄
葉
頼
母

在
所
罷
在
候
ニ
付
調
印
不
致



久
留
嶋
兵
庫

森
本
半
左
衛
門
殿

表
書
之
通
相
違
無
之
も
の
也
、

伊
予

右
天
保
五
甲
午
年

弘
化
四
丁
未
年
迄
十
四
ヶ
年
之
間
（
朱
書
）
元
利

（
朱
書
）

共
休
滞

元
利
共
休
滞

添
証
文
之
事

一
、
金
三
千
両
也

（
黒
印
）

生
ケ

（
朱
書
）

右
者
先
代
伊
予
守

（
久

留

島

通

嘉
）

伝
奏
御
馳
走
役
相
勤
候
節
書
面
之
金
子
（
朱
書
）

被
致
借
用
（
朱
書
）
被
致

候
処
、
其
後
元
利
共
相
滞
右
金
子
者
格
別
之
以
訳
柄
御
出
金
被
下
候
ニ
付
、

無
遅
滞
可
致
返
済
処
、
当
代
采
女
当
年

七
ヶ
年
之
間
厳
重
改
革
被
致
候

間
、
右
年
限
中
元
入
金
七
拾
五
両
・
利
金
七
拾
五
両
、
合
百
五
拾
両
宛
年
々

無
相
違
差
入
故
、
年
限
相
立
候
上
者
、
至
其
節
返
済
方
御
相
談
可
致
候
、
為

後
日
約
定
添
証
文
差
入
置
候
処
仍
而
如
件
、

弘
化
四
年
丁
未
年
八
月

大
坂
留
主
居
代
蔵
本
役

若
松
利
助

元

西
野
金
助

生
ケ

（
朱
書
）

滝
原
喜
内

宮
野
弥
學

生
ケ

（
朱
書
）

勝
手
方
用
人

朝
山
此
面

勝
手
方
惣
奉
行

嶋
宮
内

森
本
半
左
衛
門
殿

表
書
之
内

元
入
金
千
五
百
両

（
黒
印
）

受
々

弘
化
四
未
年

慶
応
二
寅
年
迄
廿
ヶ
年
之
間
利
足
済

残
元
金
千
五
百
両

慶
応
三
卯
年

年
々
元
入
金
八
拾
五
両
・
利
足
金
六
拾
五
両
受
取
約

定

元
入
金
二
百
五
拾
五
両

（
黒
印
）

受
々

卯
辰
巳
三
ヶ
年
分
利
足
済

残
元
金
千
二
百
四
拾
五
両

明
治
三
午
年

休
滞

此
利
足
金
百
廿
四
両
二
分
（
朱
書
）

二
（
朱
書
）

朱壱
朱

ト
永
（
朱
書
）
四
拾
壱

（
朱

書
）

文
七
分

廿
文
七
分

但
、
午
正
月

未
十
一
月
迄

（
朱
書
）

閏
月

（
朱
書
）

共
廿
四
ヶ
月
分
利

壱
ケ
年
十
一
ケ
月
分
利
足

久
留
嶋
様

借
用
金
証
文
之
事

一
、
金
六
千
百
三
拾
四
両
三
分
三
朱
也

利
足
月
三
朱
定

（
黒
印
）

右
者
御
切
手
方
要
用
金
之
内
私
共
引
受
分
借
仕
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
ハ
当

丑
年

年
々
金
二
百
両
宛
無
相
違
急
度
返
済
可
仕
候
、
利
分
之
儀
者
近
来
取

立
方
不
勝
手
ニ
付
、
当
丑
年

別
帋
証
文
差
入
御
置
居
被
成
下
難
有
仕
合
ニ

奉
存
候
、
右
ニ
付
元
金
皆
済
之
上
者
利
足
別
帋
証
文
之
通
急
度
返
済
可
仕

候
、
勿
論
元
金
之
儀
者
年
ニ
寄
繰
合
次
第
精
々
差
入
可
申
候
、
為
後
念
連
印

之
証
文
差
入
置
候
、
依
而
如
件
、

近江屋猶之助両替店の大名貸史料



元
治

元
（
朱
書
）二

乙
丑
年
正
月

借
用
主

荒
木
寛
兵
衛

（
朱
書
）

同

河
合
清
兵
衛

同

河
合
忠
蔵

森
本
猶
之
助
殿

前
書
借
用
金
無
相
違
承
届
申
候
、
依
而
奥
印
如
件
、

西
野
金
助

表
書
之
内

元
入
金
五
拾
両

受
々

（
黒
印
）

元
治

元
（
朱
書
）二

丑
年

明
治
元
辰
年
迄

利
足
済

（
朱
書
）

残
元
金
六
千
八
拾
四
両
三
分
三
朱

利
足
金

六
百

（
付
紙
）

五
拾
七
両
二
朱
・
永
四
十
八
文
二
分

明元

治治

二二

巳丑

年
正
月

未
年
八
月
迄

十
一
月
迄

閏
月
共
三
十
六
ヶ
月
分
利
足
滞

借
用
金
証
文
之
事

一
、
金
六
百
廿
九
両
三
朱
也

又
金
三
百
六
拾
二
両
壱
分
也

借
増

合
九
百
九
拾
壱
両
壱
分
三
朱

（
黒
印
）

右
者
利
足
金
慥
ニ
受
取
借
用
仕
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
年
々
御
利
足
金
差

入
可
申
筈
之
処
、
本
紙
之
通
取
立
方
不
勝
手
ニ
付
、
御
利
足
御
置
居
被
成
下

候
ニ
付
、
元
金
皆
済
仕
候
上
者
無
相
違
年
々
百
両
宛
急
度
返
済
可
仕
候
、
為

後
念
之
連
印
之
証
文
差
入
置
候
処
、
仍
而
如
件
、

元
治
二
乙
丑
年
正
月

借
用
主

荒
木
寛
兵
衛

同

河
合
清
兵
衛

同

河
合
忠
蔵

森
本
猶
之
助
殿

前
書
借
用
金
無
相
違
承
届
申
候
、
依
而
奥
印
如
件
、

西
野
金
助

預
り
手
形
之
事

一
、
銀
拾
二
貫
七
百
目
也

参
宮
人
分
、
（
朱
字
）

月

七

朱

利
足
壱
ケ
月
七
朱
約
定

（
朱
書
）

右
之
通
慥
ニ
預
り
置
申
候
、
此
手
形
引
替
何
時
ニ
而
も
相
返
被
申
候
、
以
上
、

戌
四
月
二
日

森
用
所

森
本
猶
之
助
殿

表
書
之
内

元
入
銀
壱
貫
八
百
廿
五
匁

受
々

戌
年
六
月
迄
利
足
済

残
元
銀

拾
貫
八
百
七
拾
五
匁

利
足
銀

八
貫

九
（
貼
紙
）
百
六
匁
六
分
二
厘

文
久
二
戌

年
（
貼
紙
）

七
月

明
治
四
未
年
十
一
月
迄

閏
月
共

百
（
貼
紙
）

十
七
ヶ



付紙付 紙

月
分
利
足
滞

久
留
嶋

（
朱

書
）

預
申
銀
子
之
事

一
、
合
銀
七
百
四
拾
二
貫
七
百
八
拾
八
匁
七
分
三
厘

（
黒
印
）

右
者
先
代
久
留
島
伊
予
守
江
戸
大
坂
屋
敷
賄
方
就
要
用
書
面
之
銀
子
、
追
々

致
借
用
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
ハ
当
未
年

向
丑
年
迄
七
ヶ
年
之
間
、
改
革

年
限
中
返
済
方
御
猶
予
可
被
下
候
、
右
年
限
相
立
候
上
者
、
到
其
節
御
返
弁

方
御
頼
談
可
申
候
、
為
後
日
仍
一
札
如
件
、

弘
化
四
丁
未
年
八
月

大
坂
留
主
居
代
蔵
本
役

若
松
利
助

元

西
野
金
助

瀧
原
喜
内

宮
野
弥
學

勝
手
方
用
人

朝
山
此
面

勝
手
方
惣
奉
行

島
宮
内

森
本
半
左
衛
門
殿

約
定
書

一
、
銀
七
百
四
拾
二

貫
七
百
八
拾
八
匁
七
分
三
厘
也

右
去
子
年
迄
切
手
利
益
之
内

差
上
来
候
処
、
去
ル
丑
年

当
分
御
断
申
置

候
得
共
、
来
ル
丑
年

年
四
朱
之
御
利
足
差
入
御
勘
定
可
致
御
約
定
ニ
仕

候
、
帰
国
之
上
一
統
致
相
談
連
印
之
御
約
定
書
可
差
上
候
得
共
、
仮
約
定
書

差
入
置
候
処
、
仍
而
如
件
、

万
延
元
申年

申
十
月

嶋
宮
内

森
本
猶
之
助
殿

残
元
銀
七
百
拾
七
貫
六
百
匁
七
分
三
厘

此
利
銀

百
九
十
八
貫
五
百

（
朱

書
）

三
拾
六
匁
二
分

但
、
慶
応
元
丑
年

明
治
四
未
年
十
一
月
迄
六
ヶ
年
十
一
ヶ
月
分

年
四
朱
利
足

表
書
之
内

銀
二
拾
五
貫
百
八
拾
八
匁

戌
亥
子
三
ヶ
年
元
入
済

元
入
八
貫
八
百
三
十
一
匁
八
分
五
厘

戌
十
月
受
取

六
貫
三
百
七
十
五
匁
二
分
九
厘

亥
五
月
受
取

九
貫
九
百
八
拾
匁
八
分
六
厘

子
八
月
受
取

残
元
銀
七
百
拾
七
貫
六
百
目
七
分
三
厘

（
朱
書
）

弘
化
四
丁
未
八
月

元
治
元
甲
子
年
迄
御
断

（
朱
書
）

此
利
銀
百
七
拾
二
貫
二
百
廿
四
匁
壱
分
七
厘

但
、
慶
応
元
丑
年

明
治
三
午
年
迄
六
ヶ
年
分

（
朱
書
）

又
利
銀
廿
六
貫
三
百
拾
二
匁
三
厘

但
、
明
治
四
未
壱
月

十
一
月
迄
十
一
ヶ
月
分

近江屋猶之助両替店の大名貸史料



付 紙

借
用
申
金
子
証
文
之
事

一
、
金
七
百
五
拾
両
也

（
朱
印
）
（
黒
印
）

右
者
此
度
領
分
中
櫨
植
付
為
入
用
、
書
面
之
金
子
致
借
用
候
処
実
正
也
、
然

ル
上
者
櫨
生
実
之
上
元
金
漸
々
可
致
返
済
、
利
足
者
月
六
朱
半
、
年
々
可
致

勘
定
、
後
年
違
乱
為
無
之
役
人
共
連
印
之
証
書
差
入
置
候
処
、
依
如
件
、

嘉
永
七
寅
年
十
二
月

久
留
島
信
濃
守
内

大
坂
留
主
居
代

山
口
介
右
衛
門

会
所
奉
行

西
野
金
助

佐
久
間
主
税

勝
手
方
用
人

朝
山
小
十
郎

宮
野
弥
學

得
重
伝
左
衛
門

朝
山
此
面

小
幡
寛
蔵

加
藤
海
助

嶋
宮
内

家
老

久
留
嶋
縫
殿

同

久
留
嶋
監
物

森
本
猶
之
助
殿

此

利
足

（
貼
紙
）

金
七
拾
八
両

明
治
三
午
八
月
迄
利
足
済

明
治
三
午
九
月

同
四

未
十
一
月
迄
閏
月
共
十

六
ヶ
月
分
利
足
滞

借
用
金
証
文
之
事

一
、
金
百
六
拾
五
両
也

此
利
足
月
五
朱

（
黒
印
）

右
者
先
年
御
手
許
江
御
調
達
被
下
候
金
子
不
残
御
貸
付
ニ
相
成
、
此
節
引
揚

相
成
兼
候
ニ
付
拙
者
共
両
人
御
引
請
申
、
来
ル
酉
年

夘
年
迄
七
ヶ
年
割
を

以
元
利
金
無
相
違
返
済
可
致
候
、
為
後
念
一
札
差
入
置
候
処
、
仍
而
如
件
、

万
延
元
年
申
十
月

加
藤
海
助

嶋
宮
内

森
本
猶
之
助
殿

右
之
内

金
六
拾
五
両

元
入
済

（
黒
印
）

金
三
拾
三
両
壱
分
二
朱

子
年
迄
利
足
済

一

金
四
拾
両

酉
十
二
月
元
入

一

金
二
拾
両

亥
十
二
月
元
入

残
元
金
百
両

此
利
金
四
拾
壱
両

三

二
歩
両

但
、
慶
応
元
丑
正
月

明
治
四
年
八
未
十
一

月
迄
閏
月
共
八
拾
六
ヶ
月
分

利
足
滞



付 紙

借
用
金
証
文
之
事

一
、
金
八
千
二
百
六
拾
七
両
壱
歩
二
朱
也

利
足
月
三
朱
定

（
朱
印
）
（
黒
印
）

右
者
伊
予
守
切
手
方
為
要
用
借
用
申
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
返
済
方
当
丑

年

金
三
百
両
宛
元
入
急
度
返
済
可
致
候
、
利
足
金
之
儀
者
年
々
利
益
を
以

返
済
可
致
心
組
之
処
、
兎
角
不
納
勝
ニ
付
御
気
之
毒
ニ
奉
存
候
、
依
而
御
頼

談
之
上
利
足
金
別
紙
之
通
元
金
皆
済
之
上
者
返
済
方
追
々
急
度
可
致
候
、
為

後
念
之
連
印
之
証
文
差
入
置
候
処
、
依
而
如
件
、

元
治
二
乙
丑
正
月

切
手
方
掛

山
上
源
平

同

荒
木
寛
兵
衛

同

可
戎
三
平

同

中
嶋
其
味
太
郎

森
本
猶
之
助
殿

前
書
借
用
金
無
相
違
承
届
申
候
、
依
而
奥
印
如
件
、

西
野
金
助

表
書
之
内

金
千
四
百
二
拾
七
両
壱
歩
二
朱

元
入
済

（
黒
印
）

三

金
二
百
六
拾
六
両
三
分
・
永
拾
文

明
治
四
年
九
月

同
未
八
月
迄
閏
月

共
十
三
ヶ
月
分
利
足
滞

残
元
金
六
千
八
百
四
拾
両

此
利
金

三
百

（
貼
紙
）

二
拾
八
両
壱
分
一
朱
・
永
七
文
五
分

六

但
、
明
治
三
午
年
九
月

同
未

（
貼
紙
）

十
一
月
迄

閏
月
共
十
三
ヶ
月

分
利
足
滞

分

利

足

借
用
金
証
文
之
事

此
分
大
坂
府
江
奉
差
上
候
事

一
、
金
千
六
百
拾
八
両
三
分
二
朱
也

（
黒
印
）

右
者
利
足
金
借
用
仕
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
ハ
年
々
利
足
金
差
入
可
申
候

処
、
本
紙
之
通
利
益
不
納
勝
ニ
相
成
候
故
、
御
頼
談
之
上
利
足
御
置
居
被
成

下
候
上
者
元
金
皆
済
之
上
、
年
々
無
相
違
金
三
百
両
宛
急
度
返
済
可
致
候
、

為
後
念
連
印
之
証
文
差
入
置
候
処
、
依
而
如
件
、

元
治
二
乙
丑
年
正
月

切
手
方
掛

山
上
源
平

同

荒
木
寛
兵
衛

同

可
戎
三
平

同

中
嶋
其
味
太
郎

森
本
猶
之
助
殿

前
書
之
通
借
用
金
無
相
違
承
届
候
、
依
而
奥
印
如
件
、

西
野
金
助

表
書
之
内

金
千
五
百
四
拾
壱
両
壱
歩
二
朱
・
永
八
百
六
拾
五
文

元
入
済

残
元
金
七
拾
七
両
二
歩

金
三
千
百
六
拾
両
壱
分
・
永
八
百
六
拾
五
文

合
金
三
千
百
六
拾
壱
両
・
永
百
十
五
文

近江屋猶之助両替店の大名貸史料



付 紙

貼 紙

右
裏
書

寅
四
月
利
足
借
用

一
、
金
三
百
九
拾
四
両
二
分
・
永
二
百
四
拾
文

借
増

一
、
金
七
百
三
拾
六
両
二
分
・
永
六
百
文

辰
十
二
月
借
増

一
、
金
四
百
拾
両
壱
分
二
朱
・
永
廿
五
文

午
八
月
借
増

四
口

内
御
残
七
百
五
拾
文

此
代
金
三
分

金
三
千
百
六
拾
壱
両壱
分

（
黒
印
）

永
百
五
拾
文

八
百
六
十
五
文

金
子
証
文
之
事

一
、
金
百
両
也

此
利
足
月
七
朱
極

（
黒
印
）

右
者
無
拠
世
話
方
之
義
有
之
、
書
面
之
金
子
致
借
用
御
預
り
申
置
候
処
実
正

也
、
年
々
十
一
月
限
御
約
定
之
利
足
為
差
登
、
元
金
ハ
御
沙
汰
次
第
可
致
返

済
候
、
為
後
念
証
文
仍
而
如
件
、

安
政
四
丁
巳
年
正
月

加
藤
海
助

島
宮
内

森
本
猶
之
助
殿

此
利
金
八
拾
両
二
分

但
、
安
政
四
巳
正
月

慶
応
二
寅
三
月
迄
閏
月
共
百
拾
五
ヶ
月

分
利

内
、
金
拾
二
両
二
分

慶
応
二
寅
三
月
元
入

（
黒
印
）

残
元
金
八
拾
七
両
二
分

此
利
金
拾
二
両
三
分
一
朱
ト
永
五
拾
文

但
、
（
朱
書
）
慶
応
寅
四
月

夘
十
二
月
迄
廿
一
ヶ
月
分

内
、
金
拾
七
両
二
分

夘
十
二
月
元
入

（
黒
印
）

残
元
金
七
拾
両

此
利
金
拾
壱
両
壱壱

分分

・
永
廿
文

但
、

（
朱
書
）

慶
応
辰
正
月

巳
十
月
迄
閏
月
共
廿
三
ヶ
月
分

内
、
金
拾
七
両

巳
十
月
元
入

（
黒
印
）

残
元
金
五
拾
三
両

此
利
金
四
両
壱壱

分分

三三

朱朱

トト

永
拾
文
五
分

拾

四

文

五

分

但
、
巳
十
一
月

午
十
月
迄
十
二三

ヶ
月
分

内
、
金
拾
七
両

午
十
月
元
入

（
黒
印
）

残
元
金
三
拾
六
両

此
利

金
（
貼
紙
）

壱
両
ト
永
八
文

但
、

午
（
貼
紙
）

閏
十
月

未
正
月
迄
四
ヶ
月
分
利

内
、
金
拾
七
両

未
正
月
元
入

（
黒
印
）

残
元
金
拾
九
両

（
黒
印
）



此
利
金
壱
両
壱
分
一
朱
ト
永
拾
七
文
五
分

但
、
未
二
月

未
十
一
月
迄
十
ヶ
月
分
利

引
、
残
元
金
拾
九
両

（
黒
印
）

利
足
金
百
拾
三
両
三
朱
・
永
九
拾
三
文
五
分

利
足
金
合
百
拾
壱
両
（
朱
書
）

壱
分

（
朱
書
）

一
朱

壱
分
一
朱

永
（
朱
書
）
百
拾
文

（
朱
書
）百
拾
文借

用
証
券
之
事

一
、
金
二
千
八
百
九
拾
壱
両
二
分
二
朱

（
黒
印
）
（
朱
印
）

永
三
文
四
分
四
厘
六

厘

六
毛
也

但
、
利
足
月
五
朱
之
定

右
之
通
旧
来
致
借
用
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
以
来
国
産
明
礬
・
硫
黄
之
両

品
売
払
代
金
、
其
許
江
差
入
可
申
候
、
尤
年
々
役
人
之
内
出
坂
可
致
勘
定
江

前
書
両
品
為
仕
入
金
四
百
五
拾
五
両
壱
分
二
朱
可
致
借
用
候
、
外
ニ
伝
奏
御

用
之
称
元
金
百
五
拾
両
辻
前
件
代
金
之
内

年
々
御
請
取
可
被
成
候
、
為
後

証
仍
而
一
件
如
件
、

明
治
三
庚
午
年
十
月

森
藩
会
斗
掛

山
口
武
七

江
藤
友
太

森
本
猶
之
助
殿

（
朱
書
）

森
本
猶
之
助
殿

前
書
之
通
相
違
無
之
候
、
仍
而
奥
書
如
件
、

森
（
貼
紙
）

藩

村
上
小
参
事

午
（
貼
紙
）

八
月
迄
利
済

此
利
金
二
百
三
拾
壱
両
壱
分
一
朱
・
永
拾
七
文
五
分

但
、
午
九
月

未
十
一
月
迄
閏
月
共
十
六
ヶ
月
分

借
用
金
証
文
之
事

一
、
金
二
千
拾
九九

両
三
朱
ト也
永
三
十
壱
文
二
分

右
之
通
借
用
申
処
実
正
也
、
格
別
之
御
厚
配
を
以
返
済
方
当
時
明
礬
売
払
茂

相
滞
居
候
間
、
当
分
置
居
借
用
仕
候
分
、
無
利
足
年
々
勘
定
指
引
過
金
を
以

返
済
可
致
候
、
為
後
証
仍
而
如
件
、

年
五
朱

明
治
三
午
年
十
月

佐
久
間
素
直

借
用
証
券
之
事

改
年
五
朱
利

一
、
合
金
二
千
拾
九
両
二
合
壱
夕
八
才
七
八

七

（
黒
印
）

但
、
慶
応
四
辰
年
五
月

明
治
三
午
年
八
月
迄
新
古
之
借
り
金

年
々
利
金
集
分

右
利
金
之
儀
、
去
ル
戌
年
頼
談
申
入
月
四
朱
定
ニ
被
成
下
早
速
御
渡
可
申

処
、
明
礬
売
捌
方
急
埒
無
之
旁
当
分
致
借
用
候
条
実
正
御
座
候
、
然
ル
上
者

本
文
金
高
当
午
八
月
仕
切

年
五
朱
利
相
加
へ
無
違
変
可
致
返
済
候
、
為
後

証
一
札
差
入
置
候
処
、
仍
而
如
件
、

森
藩
会
計
掛
り

山
口
武
七

明
治
三
庚
午
年
十
月

江
藤
友
太

近江屋猶之助両替店の大名貸史料



付 紙
付 紙

付 紙

付 紙付 紙

森
本
猶
之
助
殿

前
書
之
通
相
違
無
之
候
、
仍
而
奥
印
如
件
、

森
藩

村
上
小
参
事

午
年
八
月
迄
利
足
相

（

朱

字

）

済

此
利
金

百
（
貼
紙
）

廿
六
両
三
朱
ト
永
拾
三
文
六
分

但
、
午

九
（
貼
紙
）

月

未
十
一
月
迄
一
ヶ
年
三
ヶ
月
分
利

覚

壱
ヶ
年
三
ヶ
月
分
利

（

朱

書

）

足

十
六
ヶ
月

久
留
嶋
御
産
物
方
、
安
政
六
未
年
六
月

年
々
出
入
勘
定
、
元
治
二
丑
年

迄
、一

、
銀
百
壱
貫
七
百
廿
七
匁
七
分
七
厘
三
毛

内
、
銀
拾
八
貫
九
百
九
拾
四
匁
二
厘

元
入

引
、
残
銀
八
拾
二
貫
七
百
三
拾
三
匁
七
分
五
厘
三
毛

前
段
之
処
、
御
取
消
願
上
改

元
両
替
取
引
通
帳
指
引
残
銀
滞

六
月
八
日
ニ
元
利
共
右
銀
高
ニ
而
御
届
申
上
候

此
利
銀
七
拾
貫
七
百
廿
五
匁
九
分
二
厘
滞

但
、
安
政
六
未
年
六
月

明
治
四
未
年
八
月
迄
出
入
利
勘
定
共

此
利
銀
七
拾
二
貫
四
百
六
拾
三
匁
二
分
三
厘

元
利

百
五
拾
五
貫
百
九
十
六
匁
九
分
八
厘

右
取
替
銀
之
義
者
座
物
明
礬
売
払
代
銀
を
以
指
引
勘
定
可
致
候
処
仍
而
如

件
、

安
政
六
未
年
六
月

久
留
嶋
用
所

森
本
猶
之
助
殿

残
元
金
、
十
口
合
金
二
万
四
千
百
二
両
（
朱
書
）

三
朱
ト
（
朱
書
）
永
百
四
拾
九
文
六
分

（
朱
書
）
永
三
百
三
十
七
文
壱
分

残
元
銀
、
三
口
合
銀
八
百
拾
壱
貫
二
百
九
匁
四
分
八
厘
三
毛

利
足
金
合
、
千
六
百
九
拾
九
両
三
分
一
朱
ト
永
二
百
拾
七
文
五
分

利
足
銀
合
、
二
百
七
拾
九
貫
九
百
六
匁
五
厘

元
利
金
二
万
五
千
八
百
十
九
両

壱

両

三
分
壱
朱

総
斗
銀
千
九
拾
壱
貫
百
拾
五
匁
五
分
三
厘
三
毛

銭
六
貫
百
文


